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一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

五
五　
（
五
五

は
じ
め
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
制
度
史
に
あ
っ
て
、
中
世
以
来
、
マ

ナ
ー
と
い
う
支
配
、
所
有
及
び
経
営
単
位
の
重
要
性
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
近
代
初
頭
に
は
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
に
象
徴
さ
れ
る
実

利
志
向
、
広
大
な
土
地
を
教
会
管
轄
か
ら
解
き
放
っ
た
修
道
院
解

散
の
余
波
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
都
市
・
商
業
圏
の
波
及
的
影
響
、
自

然
哲
学
系
諸
科
学
の
発
達
ほ
か
新
た
な
諸
要
素
の
現
出
に
伴
い
、

マ
ナ
ー
組
織
の
合
理
化
、
関
係
す
る
個
人
の
権
利
関
係
確
定
そ
の

他
の
重
大
な
傾
向
が
複
合
的
に
生
じ
て
く
る
。
併
行
し
て
、
領
主

配
下
の
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
分
担
が
よ
り
一
層
、
機
能
的
に
明
確
化

さ
れ
る
要
因
が
強
ま
る
が
、
か
か
る
動
向
の
一
端
は
例
え
ば
、
マ

ナ
ー
の
運
営
細
目
や
農
事
全
般
を
指
南
す
る
手
引
書
の
中
に
見
て

と
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
一
五
二
三
年
刊
行
以
降
、
い
く
つ

も
の
版
で
広
く
読
ま
れ
た
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
著
『
測
地
と
改

良
の
書
』
に
は
、
中
世
以
来
の
系
統
を
引
き
つ
つ
職
能
性
を
高
め

て
い
た
旧
来
的
マ
ナ
ー
・
ス
タ
ッ
フ
、
次
第
に
存
在
感
を
強
め
る

法
律
や
会
計
の
従
事
者
、
及
び
比
較
的
新
興
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー

（surueyour, surveyor

：
測
量
・
積
算
士
。
以
下
、
単
に
サ
ヴ

ェ
イ
ヤ
ー
と
表
記
）
と
い
っ
た
主
に
外
部
職
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
か

ら
な
る
業
務
分
担
が
断
片
的
に
言
及
さ
れ
て
い（
る

）
1

。

　

サ
ー
ヴ
ェ
イ
（survey

：
広
く
は
調
査
・
測
定
・
査
定
、
専

門
的
に
は
測
地
測
量
・
積
算
）、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
と
い
う
用
語
は

一
六
世
紀
以
降
に
頻
出
し
て
く
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
ら
の

影
響
、
内
乱
な
ど
の
諸
事
に
促
さ
れ
た
実
用
的
な
自
然
哲
学
系
の

天
文
学
、
地
形
学
、
数
学
と
り
わ
け
算
術
・
幾
何
の
学
問
的
発
達
、

航
海
術
や
各
種
地
形
図
製
作
の
盛
行
、
そ
れ
ら
に
伴
う
経
緯
儀
ほ

か
計
器
や
器
具
類
製
造
の
拡
大
等
々
が
、
か
よ
う
な
普
及
の
技
術

一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

─
─
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
の
著
作
か
ら
─
─

高

橋

裕

一

史
料
紹
介



史
　
　
　
学

　
第
八
九
巻

　
第
一
・
二
号

）

五
六　
（
五
六

的
背
景
と
し
て
先
ず
は
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
大
学
で
数
学
系
統
を
学

ぶ
若
き
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
増
え
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
グ
レ
シ
ャ

ム
・
コ
レ
ジ
な
ど
が
こ
れ
ら
の
学
問
を
専
門
的
に
教
授
し
、
商
人

や
職
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
実
用
的
数
学
の
活
用
を
伴
う
諸
問
題

に
強
い
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ（
た

）
2

。
こ
う
し
た
な
か
で
サ
ヴ
ェ

イ
ヤ
ー
の
人
材
と
し
て
、
王
室
官
吏
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
中
核
を

な
し
た
時
代
を
経
て
、
次
第
に
数
学
系
の
教
師
や
器
具
製
作
職
人

を
含
む
、
算
定
に
熟
達
し
た
実
務
家
の
系
統
が
民
間
で
輩
出
、
増

加
し
て
い
く
が
、
後
者
の
場
合
は
長
い
間
、
粗
末
な
器
具
や
低
レ

ヴ
ェ
ル
の
技
量
が
あ
れ
ば
誰
で
も
そ
う
称
す
る
こ
と
が
で
き（
た

）
3

。

実
際
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
見
る
サ
ー
ヴ
ェ
イ
業
務
は
決
し
て
迅
速

に
普
及
し
た
と
は
言
え
ず
、
一
七
世
紀
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て

「
新
参
の
技
芸
（an upstart arte

）

）
（
（

」
と
揶
揄
、
嫌
悪
さ
れ
る
程

度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
土
地
境
界
画
定
、
地
図
作
製
、

価
値
額
ほ
か
の
査
定
・
積
算
に
長
け
た
、
算
術
・
幾
何
学
系
の
知

識
に
明
る
い
彼
ら
ラ
ン
ド
・
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
一
部
は
一
六
世
紀

以
降
、
農
業
関
係
者
と
並
ん
で
マ
ナ
ー
・
土
地
関
係
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
等
の
手
引
書
の
著
者
と
し
て
も
登
場
す
る
よ
う
に
な（
る

）
5

。

　

一
七
世
紀
は
英
語
で
書
か
れ
た
農
書
の
い
わ
ば
黄
金
時
代
、
と

さ
れ（
る

）
6

が
、
本
稿
で
は
一
般
的
な
農
書
で
は
な
く
こ
の
世
紀
前
期

に
著
さ
れ
た
、
マ
ナ
ー
・
ス
タ
ッ
フ
の
職
分
を
説
く
手
引
書
に
着

目
し
た
。
す
な
わ
ち
第
一
線
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
で
あ
り
、
そ
の
部

類
の
重
要
な
冊
子
を
公
刊
し
な
が
ら
、
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
人
物
に
焦
点
を
当
て
、
当
該
冊
子
の
一
端
を
紹
介
し
つ

つ
論
じ
る
の
が
眼
目
で
あ
る
。
以
て
近
代
初
頭
、
効
率
性
や
収
益

性
が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
マ
ナ
ー
経
営
の
実
態
を
俯
瞰
的
に
把

握
し
、
有
力
な
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
体
験
に
根
ざ
し
た
当
該
業
務
の
、

そ
し
て
あ
る
べ
き
職
掌
分
担
の
実
体
的
な
記
述
を
手
が
か
り
に
、

マ
ナ
ー
（
あ
る
い
は
広
く
エ
ス
テ
イ
ト
）
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
当

時
進
行
し
て
い
た
諸
傾
向
、
と
り
わ
け
マ
ナ
ー
・
ス
タ
ッ
フ
層
に

顕
わ
れ
た
特
性
な
ど
を
、
側
面
的
で
あ
れ
検
出
で
き
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
著 

『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
す
な
わ
ち
収
入
源
の
適
切
な 

指
揮
、
扱
い
、
運
営
に
つ
い
て
の
分
布
分
析
的
な
論
説

）
（
（

』

　

ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
（
同
書
一
六
二
一
年
版
ま
で
の
表
記
は
単
に

T
［ho

］. C. Gent.

）
は
一
六
二
二
年
版
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
で

著
者
名
に
「
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
に
し
て
数
学
研
究
者
（T

H
O

: 
CLA

Y
 Surueyor, and Student in the M

athem
atick

［e

］s.

）」

と
付
記
し
て
い
る
が
、
主
と
し
て
一
七
世
紀
前
期
に
活
動
し
た
そ

の
生
涯
や
経
歴
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
な
情
報
か
ら
若
干
知
ら
れ



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

五
七　
（
五
七

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
生
年
や
生
誕
地
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と

も
相
当
期
間
、
サ
リ
ー
州
ラ
イ
ゲ
イ
ト
に
住
み
、
そ
の
地
で
一
家

を
構
え
、
サ
リ
ー
州
内
を
中
心
に
、
サ
ー
ヴ
ェ
イ
業
務
を
は
じ
め

土
地
関
連
の
実
務
に
広
く
従
事
し（
た

）
8

。
と
り
わ
け
エ
ス
テ
イ
ト
・

マ
ッ
プ
の
作
製
者
と
し
て
定
評
が
あ
り
、
現
存
す
る
マ
ッ
プ
に
、

例
え
ば
一
六
一
四
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ハ
ワ
ー
ド
の
委
嘱
で
作
製
し
た
サ
リ
ー
州
グ
レ
イ
ト
・
ブ
ッ

カ
ム
・
マ
ナ
ー
の
図
面
な
ど
が
あ
り
、
な
か
で
も
一
七
年
、
バ
イ

フ
リ
ー
ト
ほ
か
の
王
領
地
に
つ
い
て
国
王
任
命
の
副
サ
ヴ
ェ
イ

ヤ
ーdeputy surveyor

を
務
め
、
測
地
図
面
を
作
成
し
て
い（
る

）
9

の
が
注
目
さ
れ
る
。
王
領
地
業
務
を
含
む
、
か
か
る
豊
富
な
実

績
・
経
験
を
活
か
し
て
公
刊
し
た
の
が
、
前
掲
書
で
あ
る
。
合
本

さ
れ
て
い
る
『
昨
今
遍
く
普
及
し
て
い
る
レ
ー
ト
に
則
り
、
現
在

も
し
く
は
復
帰
権
の
価
値
額
か
ら
、
賃
借
権
、
年
金
収
受
権
、
及

び
（
新
規
）
購
入
に
関
し
そ
れ
ぞ
れ
を
見
積
る
た
め
の
簡
便
・
早

見
の
必
携
数
表
』（
以
下
『
…
必
携
数
表
』
と
略
記
）

）
11
（

と
併
せ
、
全

体
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
、
ク
レ
イ
が
幾
何
学
や
代
数
、
数
表
に
明

る
い
数
学
の
実
務
専
門
家
で
、
ま
た
サ
ー
ヴ
ェ
イ
業
務
全
般
の
ほ

か
コ
モ
ン
ロ
ー
一
般
、
エ
ス
テ
イ
ト
の
会
計
と
管
理
運
営
、
記
録

筆
記
な
ど
き
わ
め
て
広
い
高
度
な
知
見
を
具
え
て
い
た
こ（
と

）
11

が
推

測
で
き
る
。
恐
ら
く
、
当
代
の
優
れ
た
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
一
人
で

あ
っ
た
ろ
う
。

　

本
書
の
刊
行
事（
情

）
12

に
も
不
明
確
な
点
が
多
い
。
こ
の
冊
子
は

『
…
必
携
数
表
』、
す
な
わ
ち
エ
ス
テ
イ
ト
に
由
来
す
る
諸
権
利
の

現
在
価
値
・
利
回
り
と
、
将
来
に
復
帰
権
と
し
て
要
求
し
得
る
部

分
を
、
各
々
換
算
し
て
平
易
な
数
表
に
示
し
た
解
説
（
筆
者
が
便

宜
的
に
（
Ａ
）
と
す
る
）
と
、
エ
ス
テ
イ
ト
の
効
率
的
運
営
に
向

け
て
各
担
当
者
の
業
務
分
担
を
扱
っ
た
本
書
部
分
（
以
下
、『
名

誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
と
略
記
し
、
同
じ
く
（
Ｂ
）
と
す
る
）

の
二
部
が
合
本
さ
れ
て
成
っ
て
い
る
（
版
本
に
よ
っ
て
タ
イ
ト
ル

表
現
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
表
題
記
載
は
一
六
一
九
年
刊
行

本
に
従
っ（
た

）
13

）。
本
稿
で
は
専
ら
（
Ｂ
）
部
分
を
議
論
の
対
象
と

す
る
が
、
初
版
刊
行
は
一
六
一
八
年
と
さ
れ
、
続
い
て
一
九
年
版
、

二
一
年
版
、
二
二
年
版
（
第
二
刷
）、
二
四
年
版
（
第
三（
版

）
14

）が
そ

れ
ぞ
れ
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
印
刷
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ル

ド
（
二
二
年
版
か
ら
Ｍ
・
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
加
わ
る
）
が
手
が
け

て
い
る
。
二
二
年
版
に
は
初
版
か
ら
（
Ａ
）
部
分
が
採
録
さ
れ
て

い
た
旨
の
言
及
が
あ（
る

）
15

か
ら
、（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
当
初
か
ら
合

本
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
電
子
資
料
を
介
し
て
見
る
限

り
一
九
年
版
と
二
一
年
版
（（
Ｂ
）
の
読
者
へ
の
序
文
の
開
始
が

二
五
一
ペ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
）
の
ど
こ
に
（
Ａ
）
が
配
さ
れ
て



史
　
　
　
学

　
第
八
九
巻

　
第
一
・
二
号

）

五
八　
（
五
八

い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
通
し
ペ
ー
ジ
を
見
る
限
り
で
は
（
Ａ
）

→（
Ｂ
）
の
順
に
連
続
採
録
さ
れ
る
の
は
二
二
年
版
（
本
版
か
ら

表
題
は
（
Ａ
）
部
分
が
先
に
来
る
。
た
だ
し
電
子
資
料
で
は

（
Ａ
）
ら
し
き
記
載
が
一
五
ペ
ー
ジ
以
降
空
白
）、
及
び
二
四
年
版

（
完
結
し
た
（
Ａ
）
と
、（
Ｂ
）
が
初
め
て
空
白
な
く
連
続
採
録
さ

れ
る
）
で
あ
る
。
本
稿
で
筆
者
が
用
い
た
の
は
、
管
見
し
得
る
も

っ
と
も
古
版
の
一
九
年
版
だ
が
、
以
後
刊
行
の
諸
版
と
り
わ
け
最

終
増
補
版
で
あ
る
二
四
年
刊
行
本
も
適
宜
参
照
し
た
。

『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
に
見
る
、 

マ
ナ
ー
業
務
の
職
分
論

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
（
Ｂ
）
部
分
は
「
名
誉
あ
る
エ
ス

テ
イ
ト
」、
す
な
わ
ち
マ
ナ
ー
な
ど
私
的
所
有
地
（
恐
ら
く
王
侯

貴
族
や
カ
ン
ト
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
相
応
し
い
エ
ス
テ
イ
ト
）

の
定
義
づ
け
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
主
に
エ
ス
テ
イ
ト
の
権
利
を

持
つ
人
々
へ
向
け
、
い
か
に
し
て
最
小
の
経
費
で
も
っ
と
も
効
率

的
に
（
富
を
形
成
す
る
）
収
入
源
（Reuennue

）
を
確
保
し
増

加
さ
せ
て
い
く
か
、
そ
の
効
果
的
な
管
理
・
運
営
、
と
り
わ
け
ス

タ
ッ
フ
（m

inisters, offi
cers

）
配
置
の
仕
方
を
説
い
た
手
引
書

で
あ（
る

）
16

。
末
尾
で
は
、
全
体
の
記
述
内
容
を
当
該
関
係
者
、
こ
れ

ま
で
自
身
の
エ
ス
テ
イ
ト
の
誤
れ
る
管
理
運
営
で
損
失
を
被
っ
て

き
た
全
て
の
人
の
思
慮
判
断
に
委
ね
る
旨
、
結
ん
で
い（
る

）
17

。
同
時

に
（
Ａ
）
部
分
も
併
せ
本
書
の
刊
行
が
、
当
時
の
常
套
句
な
が
ら

い
わ
ゆ
る
「
コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ル
ス
」、
あ
る
い
は
公
共
及
び
一
般

の
福
利
（publique good, generall good, publique w

eale

） 

に
適
う
こ
と
を
、
第
三
版
に
添
え
ら
れ
た
貴
顕
（
ス
ペ
ン
サ
ー

伯
）
へ
の
献
辞
等
で
告
げ
て
い（
る

）
18

。

　

で
は
、「
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
」
の
効
率
的
な
経
営
、
と
り

わ
け
十
分
な
収
入
確
保
に
必
要
と
さ
れ
る
担
当
職
（offi

cers

）

と
そ
の
配
置
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
ク
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
エ
ス
テ

イ
ト
に
由
来
す
る
収
入
源
を
扱
う
ス
タ
ッ
フ
は
、
領
主
と
そ
の
文

字
通
り
代
理
人
た
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
を
頂
点
に
、
権
限
の
大
き

い
役
職
（O

ffi
cer of authoritie

）
す
な
わ
ち
指
示
を
出
す
担
当

職
（O

ffi
cers of order

：
以
下
、
指
示
職
）
と
、
そ
の
指
示
下

で
実
務
を
請
け
負
う
担
当
職
（O

ffi
cers of charge : 

以
下
、
請

負
職
）
に
大
別
さ
れ
、
指
示
職
の
内
訳
と
し
て
は
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
、

専
門
知
識
の
あ
る
執
事
（learned Stew

ard

）、
ソ
リ
シ
タ
ー

（Solicitor

）、
会
計
監
査
職
（A

uditor : 

以
下
、
会
計
職
）
の
四

つ
が
挙
げ
ら
れ（
る

）
19

。
指
示
職
の
い
く
つ
か
は
マ
ナ
ー
専
属
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
外
部
な
ど
か
ら
委
任
さ
れ
る
、
専
門
性
の
強
い
ス
タ

ッ
フ
で
あ
っ
た
。
請
負
職
は
、
主
に
領
収
に
携
わ
る
職
掌
（O

ffi


cers of Receipt
）
と
、
経
費
支
出
を
扱
う
そ
れ
（O

ffi
cers of 
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五
九　
（
五
九

Expence

）
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
前
者
に
は
出
納
係
（Receiu

ers generall and particular

）、
倉
入
れ
係
（Storer

）、
森
役

（W
oodw

ard

）、
ベ
イ
リ
フ
（Bayliffs

）、
徴
収
係
（Collec

tors

）
た
ち
が
い
て
、
金
銭
勘
定
な
ど
報
告
説
明
義
務
を
会
計
職

に
負
う
（accom

ptable

）。
後
者
は
、
や
は
り
会
計
職
へ
報
告

説
明
義
務
を
負
う
家
令
（Stew

ard of the house

）
を
中
心
と

し
た
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
だ
が
、
家
内
ス
タ
ッ
フ

は
エ
ス
テ
イ
ト
の
収
入
源
確
保
に
直
接
関
係
が
な
く
、
報
告
説
明

は
他
な
ら
ぬ
家
令
に
対
し
て
行
な
う
。
以
上
、
請
負
職
の
人
た
ち

は
マ
ナ
ー
在
地
あ
る
い
は
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
に
居
住
す
る
部
内
の

現
場
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ（
た

）
21

。
本
稿
で
は
大
き
な
権
限
と
責
任
を
担

う
、
前
述
し
た
四
つ
の
指
示
職
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　

ま
ず
、
ク
レ
イ
自
身
の
職
業
で
も
あ
り
、
エ
ス
テ
イ
ト
の
収
入

源
に
か
か
わ
る
中
心
的
役
職
の
一
つ
で
あ
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
任

務
を
見
る
と
、
第
一
に
領
主
権
、
保
有
権
な
ど
全
て
の
土
地
の
領

域
を
検
分
、
測
量
し
、
そ
こ
に
収
入
源
と
な
り
得
る
権
利
項
目
を

探
し
出
し
て
測
地
関
連
記
録
集 

（Bookes of Suruey

））
21
（

へ
記
入

す
る
（
定
期
的
な
収
入
源
、
不
定
期
な
そ
れ
、
の
分
類
に
つ
い
て

は
後
述
）。
記
録
集
に
は
マ
ナ
ー
内
の
各
テ
ナ
ン
ト
の
個
別
の
保

有
地
を
書
き
示
し
、
境
界
線
を
確
定
し
記
入
す
る
。
各
保
有
地
に

つ
い
て
新
旧
の
名
称
、
地
形
的
特
性
（qualitie

）、
面
積
（quan

titie

）、
年
間
価
額
、
地
代
額
と
賦
役
分
、
支
払
日
、
個
々
の
保

有
条
件
を
そ
れ
ぞ
れ
精
確
に
記
入
し
て
い
く
。
第
二
に
、
測
量
に

伴
う
土
地
検
分
や
踏
査
（peram

bulation

）
の
過
程
で
発
見
さ

れ
得
る
侵
害
行
為
（encroachm

ent

）、
隠
匿
（Conceale

m
ents

）、
王
領
地
な
ど
の
不
法
侵
奪
（perprestures

）
そ
の
他

に
目
を
光
ら
せ
、
領
主
な
い
し
そ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
へ
知
ら
せ
、

か
つ
マ
ナ
ー
裁
判
所
で
そ
の
対
応
方
を
図
り
、
領
主
収
入
の
回
復

に
努
め
る
。
す
な
わ
ち
地
代
減
損
の
実
状
を
調
査
し
て
、
そ
の
復

元
に
全
力
を
挙
げ
る
。
第
三
に
、
測
地
記
録
集
か
ら
精
確
な
土
地

台
帳
な
い
し
地
代
帳
を
作
成
し
、
そ
こ
へ
マ
ナ
ー
内
に
発
生
す
る

地
代
、
賦
役
、
そ
の
他
の
収
入
項
目
と
、
そ
れ
ら
の
入
金
如
何
、

実
施
日
付
を
漏
れ
な
く
記
載
し
た
う
え
、
集
金
業
務
や
現
認
に
供

す
べ
く
ベ
イ
リ
フ
た
ち
へ
手
渡
す
。
第
四
に
、
マ
ナ
ー
裁
判
所
に

出
頭
の
、
あ
る
い
は
判
決
命
令
に
よ
る
支
払
い
義
務
を
負
っ
て
い

る
テ
ナ
ン
ト
の
全
氏
名
を
記
し
た
訴
訟
記
録
簿
を
作
成
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
保
有
条
件
、
及
び
保
有
に
際
し
て
負
う
義
務
、
奉
仕
、
慣

習
行
為
の
内
容
を
表
記
し
、
当
該
記
録
簿
を
担
当
の
執
事
へ
提
出

す
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
執
事
は
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
か
ら
、
テ
ナ

ン
ト
を
裁
判
所
に
召
喚
し
、
死
亡
や
権
利
譲
渡
、
引
渡
し
と
い
っ

た
状
況
変
化
に
際
し
て
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き（
る

）
22

。
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さ
て
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
適
任
者
と
し
て
は
、
ま
ず
測
量
に
ま

つ
わ
る
全
て
の
分
野
、
す
な
わ
ち
数
学
関
連
（M

athem
aticall

）、

法
律
面
（Legall

）、
及
び
査
定
・
評
価
や
判
断
に
か
か
わ
る
諸

域
（Iudiciall
）
に
熟
練
し
て
い
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（
い

）
23

。

算
術
と
幾
何
学
の
基
礎
を
修
め
、
面
積
の
算
出
や
図
面
作
成
に
習

熟
し
、
平
板
や
経
緯
儀
、
側
角
羅
針
と
い
っ
た
計
測
器
具
を
つ
か

い
こ
な
す
こ
と
。
コ
モ
ン
ロ
ー
一
般
の
知
識
を
具
え
、
領
主
や
テ

ナ
ン
ト
の
権
利
や
保
有
条
件
な
ど
測
量
に
必
要
な
細
か
い
事
柄
を

知
り
、
測
量
帳
に
書
き
記
す
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
優
れ
た
書
記

で
あ
り
、
併
せ
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
・
時
代
・
言
語
（
ラ
テ
ン
語
、

国
内
の
現
地
古
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
含
め
）
の
証
拠
文
書
を
理
解

で
き
る
こ
と
。
各
種
土
地
の
特
性
、
生
じ
う
る
権
益
、
収
益
性
、

全
体
的
な
価
額
見
積
も
り
な
ど
査
定
技
能
に
熟
達
し
て
い
る
こ（
と

）
24

。

　

こ
う
し
た
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
職
務
の
適
正
な
遂
行
に
よ
っ
て
生
じ

る
利
点
が
、
本
書
で
は
ひ
と
き
わ
詳
述
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ク
レ

イ
に
従
え
ば
、
彼
ら
の
多
く
は
手
腕
に
優
れ
、
目
立
っ
た
存
在
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
入
源
を
扱
う
担
当
職
の
中
で
顧
慮
さ

れ
る
こ
と
少
な
く
、
ま
た
一
部
か
ら
ひ
ど
く
誹
謗
中
傷
さ
れ
て
い

る
か（
ら

）
25

。
第
一
に
、
測
量
を
介
し
て
、
領
主
の
あ
ら
ゆ
る
権
益
や

地
代
な
ど
収
入
源
が
適
正
に
監
視
さ
れ
、
他
の
担
当
職
や
テ
ナ
ン

ト
に
よ
る
恣
意
的
変
更
が
防
が
れ
、
隠
匿
、
放
棄
、
減
損
か
ら
そ

れ
ら
が
守
ら
れ
る
。
第
二
に
、
測
量
の
結
果
、
エ
ス
テ
イ
ト
関
係

者
間
の
権
利
侵
犯
行
為
や
類
似
の
紛
争
を
回
避
、
な
い
し
無
効
化

す
る
の
に
役
立
つ
。
第
三
に
、
土
地
の
賃
貸
、
配
置
、
更
新
許
可

料
の
（
額
の
）
設
定
、
売
却
や
交
換
に
際
し
、
対
象
と
な
る
物
件

の
特
性
や
規
模
、
価
額
、
保
有
条
件
、
立
地
に
つ
い
て
の
情
報
を
、

領
主
や
そ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
自
宅
に
居
な
が
ら
に
し
て
一
段

と
精
確
に
知
り
、
最
終
査
定
し
、
以
上
の
事
柄
に
か
か
わ
る
担
当

職
の
実
務
処
理
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
経
営
実
態
の

可
視
・
数
値
化
）。
第
四
に
、
未
納
分
の
地
代
や
鉱
区
等
使
用
料

を
改
め
て
納
入
さ
せ
、
隠
匿
及
び
没
収
喪
失
、
そ
の
他
の
諸
侵
害

を
明
る
み
に
出
す
。
第
五
に
、
領
主
と
そ
の
子
孫
に
と
っ
て
、
係

争
が
生
じ
た
際
、
測
地
・
測
量
（
図
）
こ
そ
が
法
律
上
の
格
好
な

証
拠
と
な
る
。
第
六
に
、
土
地
の
位
置
、
境
界
や
区
画
設
定

（butting, bounting

）
に
つ
い
て
対
立
な
ど
が
生
じ
た
際
、
適

正
な
測
量
図
は
証
拠
文
書
の
こ
の
上
な
い
補
助
資
料
た
り
得（
る

）
26

。

　

但
し
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
は
エ
ス
テ
イ
ト
に
常
時
必
要
で
は
な
く
、

測
地
・
査
定
作
業
の
終
了
以
後
は
一
定
の
期
間
、
起
用
せ
ず
と
も

済
む
役
職
と
さ
れ
る
の
で
、
状
況
に
よ
っ
て
は
熟
練
し
た
会
計
職
、

専
門
知
識
を
具
え
た
執
事
が
、
そ
の
任
を
代
行
で
き（
る

）
27

。
結
局
ク

レ
イ
の
見
る
と
こ
ろ
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
は
必
ず
し
も
マ
ナ
ー
に
常

勤
す
る
職
務
従
事
者
で
は
な
い
も
の
の
、
マ
ナ
ー
当
事
者
の
権
利
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関
係
の
明
確
化
を
促
す
測
地
や
評
価
査
定
、
境
界
設
定
な
ど
だ
け

で
な
く
マ
ナ
ー
裁
判
所
運
営
ほ
か
法
的
側
面
に
も
及
ぶ
広
範
多
様

な
業
域
を
擁
し
、
同
時
に
相
応
の
高
い
職
能
専
門
性
を
期
待
さ
れ

得
る
外
部
職
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ（
う

）
28

。

　

専
門
知
識
に
通
じ
た
執
事
・
差
配
人
（
以
下
、
執（
事

）
29

）
の
場
合
。

第
一
に
マ
ナ
ー
裁
判
所
を
主
宰
す
る
執
事
役
と
し
て
、
テ
ナ
ン
ト

を
適
切
に
監
督
し
、
衡
平
や
正
義
の
適
用
に
努
め
つ
つ
審
理
、
執

行
を
行
な
う
。
コ
モ
ン
ロ
ー
や
衡
平
（
法
）
に
鑑
み
違
犯
や
侵
害

に
処
罰
を
科
す
。
第
二
に
、
領
主
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
不
定
期
の

収
入
金
を
調
べ
、
記
録
に
と
り
、
ベ
イ
リ
フ
へ
情
報
提
供
す
る
。

第
三
に
、
例
え
ば
慣
習
保
有
な
ど
の
、
譲
渡
や
死
亡
そ
の
他
に
よ

る
変
更
に
伴
う
、
更
新
許
可
料
設
定
も
含
む
一
切
の
情
報
を
、
領

主
へ
報
告
あ
る
い
は
謄
本
へ
正
し
く
記
録
す
る
。
こ
の
任
務
は
当

節
、
怠
惰
で
利
己
的
な
大
多
数
の
執
事
に
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て

い
な
い
重
大
事
で
あ
り
、
と
り
わ
け
慣
習
保
有
か
ら
自
由
保
有
へ

転
換
さ
れ
る
よ
う
な
際
、
地
代
や
不
定
期
な
収
入
源
が
隠
匿
さ
れ
、

係
争
の
種
と
な
る
遠
因
が
こ
こ
に
あ
る
。
第
四
に
、
マ
ナ
ー
裁
判

所
発
行
の
捺
印
付
抄
本
を
作
成
し
、
ベ
イ
リ
フ
や
会
計
職
へ
送
付

す
る
と
と
も
に
、
マ
ナ
ー
裁
判
所
記
録
集
の
正
式
文
書
化
、
管

理
・
保
存
を
行
な
う
こ（
と

）
31

。

　

適
任
者
と
し
て
は
、
ま
ず
当
然
、
正
直
誠
実
と
思
慮
分
別
を
弁

え
た
上
で
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
関
し
て
優
れ
た
知
識
と
経
験
を
有
し
、

裁
判
実
務
に
熟
達
し
て
い
る
人
。
従
っ
て
法
学
院
の
ど
れ
か
、
あ

る
い
は
大
法
官
府
裁
判
所
で
訓
練
を
受
け
た
と
か
、
ソ
リ
シ
タ
ー

や
ア
ト
ー
ニ
や
法
廷
弁
護
士
と
し
て
開
業
し
て
い
る
か
、
そ
れ
に

類
し
た
人
材
が
選
任
さ
れ
る
の
が
よ
い
。
弁
舌
が
立
ち
、
陪
審
員

へ
審
理
内
容
を
説
示
し
、
関
連
法
令
を
詳
し
く
陳
べ
伝
え
る
能
力

に
長
け
て
い
る
人
。
達
筆
で
、
マ
ナ
ー
裁
判
所
記
録
を
作
成
し
、

マ
ナ
ー
裁
判
所
の
審
理
対
象
と
な
る
事
項
を
す
べ
て
書
面
へ
記
入

で
き
る
人
。
な
か
で
も
執
事
に
は
、
領
主
の
（
例
え
ば
相
続
料
の

件
数
増
な
ど
に
よ
り
）
収
入
増
に
つ
な
が
る
自
由
保
有
権
の
移
転

譲
渡
や
遺
贈
、
あ
る
い
は
慣
習
保
有
権
者
の
死
亡
や
権
利
放
棄
、

各
種
の
権
利
侵
犯
、
侵
奪
、
逃
失
家
畜
、
訴
訟
行
為
な
ど
不
慮
の

損
害
な
い
し
臨
時
収
入
金
を
も
た
ら
す
事
態
、
い
わ
ば
突
発
的
変

更
を
伝
え
る
書
面
提
出
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
今
こ
れ
ら
に
つ
い

て
の
対
応
が
欠
如
し
、
領
主
は
そ
れ
ら
の
事
態
の
件
数
増
加
＝
実

収
増
が
享
受
で
き
て
い
な（
い

）
31

。

　

こ
の
種
の
執
事
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
測
地
・
査
定
作
業
の
終

了
後
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
職
制
を
代
行
で
き
る
機
会
も
あ
り
、
ま

た
執
事
職
を
ソ
リ
シ
タ
ー
（
な
ど
法
曹
関
係
者
）
が
兼
務
す
る
こ

と
も
あ
り
得
る
、
と
さ
れ（
る

）
32

。
小
規
模
エ
ス
テ
イ
ト
で
は
執
事
は
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原
則
的
に
マ
ナ
ー
の
内
部
常
勤
職
で
あ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
が
、

す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
如
く
ク
レ
イ
の
よ
う
に
優
れ
た
サ
ヴ
ェ

イ
ヤ
ー
の
眼
に
は
し
ば
し
ば
、
明
ら
か
に
専
門
的
技
量
に
欠
け
、

ま
た
怠
慢
、
不
注
意
で
、
時
に
金
銭
着
服
の
危
険
を
伴
っ（
た

）
33

。

　

エ
ス
テ
イ
ト
業
務
に
参
与
す
る
ソ
リ
シ
タ
ー
の
場
合
。
ク
レ
イ

の
想
定
で
は
そ
の
多
く
が
領
主
に
委
任
さ
れ
た
外
部
の
指
示
職
で

あ
っ
た
。
マ
ナ
ー
収
入
源
に
か
か
わ
る
そ
の
任
務
は
、
ま
ず
領
主

に
帰
属
す
べ
き
各
種
収
入
源
の
法
律
的
な
裏
付
け
、
根
拠
の
確
認
。

そ
し
て
練
達
な
法
廷
弁
護
士
（Counsell

）
の
手
に
よ
る
証
拠
・

記
録
文
書
の
適
正
な
作
成
、
精
査
を
本
来
目
的
に
照
ら
し
確
認
す

る
等
の
、
法
的
適
格
性
の
チ
ェ
ッ
ク
が
挙
げ
ら
れ（
る

）
34

。

　

適
任
者
と
し
て
は
、
法
廷
弁
護
士
や
ア
ト
ー
ニ
、
そ
の
他
の
法

律
関
係
者
の
下
で
当
該
専
門
職
向
け
の
訓
練
を
積
ん
だ
人
、
あ
る

い
は
各
種
訴
訟
事
件
に
従
事
し
、
教
会
関
連
及
び
世
俗
の
裁
判
所

で
業
務
指
揮
の
実
体
験
を
積
ん
だ
人
。
加
う
る
に
ソ
リ
シ
タ
ー
は

優
れ
た
書
記
で
、
証
拠
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
文
書
を
解
読
し
、
訴
訟

事
件
の
主
旨
を
法
廷
弁
護
士
に
伝
え
、
係
争
と
な
っ
て
い
る
事
件

の
摘
要
書
（Breuiates

）
を
作
成
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
裁
判
所
の
種
別
を
問
わ
ず
保
管
さ
れ
て
い
る
記
録
の
場
所
や

検
索
法
、
裁
判
所
で
系
属
す
る
担
当
者
へ
支
払
う
べ
き
金
銭
報
酬
、

す
な
わ
ち
文
書
手
続
き
や
訴
訟
費
用
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な（
い

）
35

。

　

恐
ら
く
マ
ナ
ー
裁
判
所
管
轄
を
通
じ
て
、
前
述
の
通
り
ク
レ
イ

は
ソ
リ
シ
タ
ー
ら
を
主
体
と
す
る
法
曹
職
が
エ
ス
テ
イ
ト
内
執
事

も
兼
務
し
得
る
、
と
す（
る

）
36

。
ソ
リ
シ
タ
ー
ら
は
本
来
、
独
立
性
の

強
い
外
部
職
で
あ
っ
た
が
、
執
事
職
を
介
し
マ
ナ
ー
管
理
に
継
続

的
に
関
与
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ（
る

）
37

。
こ
の
部

分
の
記
述
か
ら
は
、
先
行
す
る
歴
と
し
た
専
門
職
た
る
（
下
位
職

も
含
む
）
法
曹
関
連
従
事
者
、
と
り
わ
け
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
の

職
務
者
や
法
廷
弁
護
士
に
対
す
る
ク
レ
イ
の
尊
重
意
識
、
敬
意
が

看
取
さ
れ（
る

）
38

。

　

エ
ス
テ
イ
ト
の
管
理
運
営
に
際
し
、
ク
レ
イ
は
会
計
職
を
き
わ

め
て
重
視
し
、
川
の
支
流
に
対
す
る
本
流
の
如
き
（
筆
者
が
換
言

す
れ
ば
「
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
」
的
な
）
存
在
意
義
を

こ
の
職
務
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
彼
の
認
識
で
は
、
会
計
職
は
収

入
源
を
扱
う
役
職
の
う
ち
、
い
わ
ば
領
主
の
代
理
と
し
て
他
の
役

職
者
の
業
務
行
為
を
検
査
な
い
し
監
査
す
る
、
特
別
の
権
限
が
与

え
ら
れ
て
然
る
べ
き
存
在
で
あ
っ（
た

）
39

。
そ
の
主
た
る
任
務
を
挙
げ

れ
ば
、
請
負
職
や
単
独
従
事
者
ら
全
て
の
勘
定
記
録
を
受
け
取
っ

て
そ
の
記
載
の
如
何
、
収
支
の
帳
尻
を
年
一
回
検
査
し
、
会
計
簿

を
策
定
す
る
こ
と
。
売
買
や
不
動
産
復
帰
、
改
良
、
減
価
な
ど
エ
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ス
テ
イ
ト
に
生
じ
る
様
々
な
重
大
事
に
伴
い
、
地
代
額
や
保
有
条

件
、
テ
ナ
ン
ト
の
人
員
構
成
に
生
じ
る
変
更
を
漏
れ
な
く
会
計
簿

へ
明
記
し
て
閲
読
に
供
す
こ
と
。
臨
時
的
な
出
費
な
ど
に
つ
い
て
、

出
納
役
ら
会
計
取
扱
者
（A

ccom
ptants

）
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

る
経
費
請
求
書
の
チ
ェ
ッ（
ク

）
41

。
領
主
に
対
す
る
会
計
簿
の
迅
速
か

つ
公
正
、
精
確
な
清
書
・
作
成
並
び
に
申
告
。
地
代
な
ど
収
入
源

項
目
の
決
算
・
精
査
と
、
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
隠
れ
収
入
源
や
債

権
の
発
見
、
情
報
提
供
、
法
的
手
段
も
駆
使
し
た
回
復
措
置
。
賃

貸
借
契
約
書
、
開
封
勅
許
状
そ
の
他
の
譲
与
証
書
な
ど
一
切
の
公

正
な
登
記
・
保
管
と
こ
の
用
途
の
た
め
帳
簿
を
製
作
し
、
細
目
と

最
終
確
定
に
資
す
る
こ
と（
…

）
41

。
今
や
一
個
の
事
業
体
と
認
識
さ
れ

つ
つ
あ
る
マ
ナ
ー
の
収
支
・
金
銭
出
納
を
め
ぐ
り
、
会
計
職
を
中

核
と
し
て
他
の
指
示
職
や
請
負
職
が
く
ま
な
く
動
員
、
分
掌
さ
れ

る
指
揮
系
統
の
記
述
は
、
本
書
に
お
い
て
詳
細
を
き
わ
め
て
い
る
。

　

会
計
職
の
適
任
者
と
し
て
は
誠
実
で
汚
職
や
腐
敗
と
無
縁
、
業

務
周
到
で
あ
る
こ
と
は
任
務
の
性
格
上
、
当
然
で
あ
る
が
、
先
ず

も
っ
て
会
計
専
門
家
た
る
職
能
（facultie

）
を
き
ち
ん
と
養
成

訓
練
さ
れ
た
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
達
筆
か
つ
計
数
器

（Counter

）
を
使
い
こ
な
し
、
個
々
の
会
計
取
扱
者
た
ち
の
作

成
書
類
を
仔
細
に
調
べ
上
げ
て
不
正
が
あ
れ
ば
見
抜
く
だ
け
の
能

力
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
。
結
局
、
自
身
の
職
能
に
か
か
わ
る

あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
申
し
分
の
な
い
実
務
経
験
を
積
ん
だ
人
材
で
な

け
れ
ば
な
ら
な（
い

）
42

。

　

ク
レ
イ
の
説
く
と
こ
ろ
、
こ
の
職
務
の
適
正
な
遂
行
に
よ
っ
て

領
主
に
生
じ
る
利
点
は
大
き
い
。
第
一
に
行
き
届
い
た
会
計
関
連

業
務
に
よ
る
エ
ス
テ
イ
ト
運
営
で
、
ど
ん
な
小
さ
な
収
入
金
も
領

主
が
直
接
の
監
視
下
に
把
握
で
き
る
か
ら
、
収
入
源
の
隠
匿
や
放

置
が
防
が
れ
、
エ
ス
テ
イ
ト
の
改
良
が
促
さ
れ
る
。
第
二
に
、
収

入
金
の
適
正
な
勘
定
を
介
し
て
、
他
の
エ
ス
テ
イ
ト
役
職
者
の
綱

紀
粛
正
の
み
な
ら
ず
、
テ
ナ
ン
ト
層
を
一
層
従
順
な
ら
し
め
る
効

果
が
あ
る
。
厳
重
な
チ
ェ
ッ
ク
や
罰
金
賦
課
な
ど
に
よ
り
、
当
節

頻
発
し
て
い
る
（
領
主
の
）
権
利
侵
害
や
侵
害
行
為
と
い
っ
た
事

態
の
回
避
、
マ
ナ
ー
内
秩
序
の
維
持
も
期
待
で
き
る
。
第
三
に
、

会
計
職
作
成
の
正
し
い
帳
簿
が
あ
れ
ば
、
領
主
の
失
わ
れ
た
権
利

の
保
持
や
再
確
保
の
た
め
格
好
な
裁
判
上
の
証
拠
と
な（
る

）
43

。
結
局
、

会
計
職
は
、
勘
定
帳
簿
の
報
告
・
提
出
義
務
を
負
う
出
納
係
ほ
か

そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
取
扱
者
に
指
示
・
対
応
し
、
監
査
及
び
決
算
を

行
な
い
、
当
該
年
度
全
般
の
エ
ス
テ
イ
ト
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て

最
終
申
告
書
を
歯
型
捺
印
証
書
の
型
式
で
二
通
作
成
、
領
主
と
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
承
諾
を
得
る
に
至
る
。
う
ち
一
通
は
領
主
と
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
署
名
を
経
て
会
計
職
自
身
が
委
任
管
理
し
、
一

通
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
と
会
計
職
の
署
名
を
経
て
領
主
の
も
と
で
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保
管
さ
れ（
る

）
44

。

　

小
規
模
な
エ
ス
テ
イ
ト
で
は
常
設
の
会
計
職
が
存
在
せ
ず
、
あ

る
い
は
任
務
を
領
主
自
身
が
行
な
う
場
合
が
多
く
、
概
し
て
損
失

を
出
す
か
、
あ
る
い
は
適
格
者
を
相
応
な
報
酬
で
雇
う
と
き
と
比

べ
優
に
二
倍
の
年
間
経
費
が
生
じ
て
し
ま
う
。
い
か
な
る
ケ
ー
ス

で
も
、
領
主
は
指
示
職
の
中
で
、
わ
け
て
も
こ
の
職
制
＝
会
計
職

を
欠
い
て
は
な
ら
ず
、
人
物
の
選
任
に
も
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
多
く
の
人
が
会
計
職
と
い
う
呼
称
や
任
務
を
帯
び
な

が
ら
、
そ
の
役
職
の
正
当
な
遂
行
に
つ
い
て
は
甚
だ
無
知
で
あ
る

か（
ら

）
45

。
す
な
わ
ち
ク
レ
イ
が
か
く
も
重
視
し
た
会
計
職
だ
が
、
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
未
成
熟
な
現
況
も
併
せ
示
唆
さ
れ
る
と

同
時
に
、
自
身
の
職
域
た
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
こ
の
職
務
者
と
互

い
に
兼
任
で
き
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い（
る

）
46

の
は
、
意
義
深
い
記
述
と

い
え
よ
う
。

　

概
ね
以
上
の
如
く
、
ク
レ
イ
の
い
わ
ゆ
る
マ
ナ
ー
内
「
指
示

職
」
の
任
務
と
あ
る
べ
き
資
質
の
要
旨
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
彼

は
エ
ス
テ
イ
ト
規
模
の
大
小
に
よ
る
相
違
を
無
視
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
本
論
で
推
奨
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
員
体
制
を

整
え
る
こ
と
は
当
然
の
如
く
経
費
が
嵩
む
の
で
、
よ
ほ
ど
大
規
模

な
エ
ス
テ
イ
ト
で
な
い
限
り
現
実
的
で
な
い
、
と
い
う
反
論
も
十

分
予
期
し
て
い
た
。
彼
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
増
大
し
つ
つ
あ
る
収

入
確
保
の
必
要
性
に
一
層
適
切
に
対
応
す
る
能
動
的
組
織
と
し
て
、

「
経
営
・
事
業
体
た
る
マ
ナ
ー
」
を
明
瞭
に
想
定
し
て
い
た
。
彼

は
大
凡
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
小
規
模
エ
ス
テ
イ
ト
の
場
合
は

い
く
つ
か
の
役
職
の
省
略
、
縮
減
が
可
能
だ
が
、
エ
ス
テ
イ
ト
の

適
切
か
つ
合
理
的
な
管
理
運
営
に
必
要
な
の
は
担
当
ス
タ
ッ
フ
の

人
員
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
の
配
置
や
起
用
に
際
し
て
の
手

法
、
命
令
系
統
如
何
で
あ
る
、
と
。
同
時
に
彼
は
、
小
規
模
エ
ス

テ
イ
ト
で
も
指
示
職
、
と
り
わ
け
会
計
職
を
欠
い
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
原
則
、
指
示
職
が
単
独
で
請
負
職
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。

い
わ
ん
や
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
の
全
部
な
い
し
大
部
分
が
一
個
人
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
リ
ス
ク
上
、
な
お
さ
ら
好
ま
し
く
な

い
、
と
説
い（
た

）
47

。

王
領
地
を
め
ぐ
っ
て

　

ま
た
ク
レ
イ
は
、
本
論
の
末
尾
で
、
王
領
地
の
管
理
、
歳
入
確

保
の
問
題
と
の
対
比
に
触
れ
て
い
る
。
王
領
地
の
場
合
、
土
地
総

収
入
以
外
に
も
多
く
の
莫
大
な
金
銭
が
臣
民
か
ら
入
る
と
い
う
特

殊
性
が
あ
っ
て
、
本
書
の
議
論
は
王
領
地
の
管
理
運
営
に
見
ら
れ

る
指
示
系
統
や
行
動
規
範
に
全
て
の
面
で
厳
密
に
倣
っ
た
わ
け
で

は
な
い
、
と
こ
と
わ
り
つ
つ
、
彼
は
王
領
地
歳
入
の
大
半
が
陛
下
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の
財
務
府
（his M

aiesties Exchequer

）
へ
納
付
さ
れ
る
現
実

を
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
う
続
け
て
い
る
。「
財
務
府
で
は
上
記

の
総
収
入
が
、
当
該
す
る
職
能
（faculties

）
の
技
芸
や
判
断
力

に
優
れ
た
熟
練
者
（great M

aisters

）
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
、

統
制
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
か
ら
受
け
取
っ
て
、
自
分
の
現
在
持
つ

さ
さ
や
か
な
技
量
や
経
験
が
あ
る
と
私
は
自
認
し
て
い
る
。
本
書

で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
由
来
し
、（
王
領
地
よ
り
）

も
っ
と
小
さ
な
収
入
源
の
問
題
と
し
て
臣
民
の
活
用
に
供
す
べ
く

（
そ
ち
ら
へ
）
適
用
し
た
も
の
で（
…

）
48

」。
ク
レ
イ
が
一
六
一
七
年
、

バ
イ
フ
リ
ー
ト
ほ
か
王
領
地
の
副
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
と
し
て
図
面
作

成
な
ど
の
業
務
経
験
を
持
っ
た
事
実
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
以
上

の
記
述
か
ら
は
、
自
身
が
王
領
地
歳
入
を
管
掌
す
る
財
務
府
の
業

域
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
り
、
そ
れ
ら
を
扱
う
実
務
職
の
一
員

に
属
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
当
該
ス
タ
ッ
フ
と
密
接
な
交
流
を

保
っ
て
そ
の
種
の
部
門
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
彼
が
王
領

地
業
務
に
関
与
し
た
経
歴
に
誇
り
を
感
じ
て
そ
こ
か
ら
多
く
を
吸

収
し
、
民
間
一
般
の
エ
ス
テ
イ
ト
収
入
管
理
の
あ
り
方
に
そ
う
し

た
実
体
験
を
援
用
・
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
事（
情

）
49

、
が
感
じ
取
れ

よ
う
。

　

一
体
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
か
ら
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
初
期
に
か
け
、

国
王
財
政
逼
迫
も
あ
っ
て
効
率
経
営
と
歳
入
増
を
求
め
ら
れ
て
い

た
王
領
地
の
測
量
、
及
び
管
理
運
営
（
の
条
件
整
備
）
に
、
他
な

ら
ぬ
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
起
用
さ
れ
て
い
た
事（
実

）
51

は
見
逃
せ
な

い
。
王
領
地
経
営
の
改
善
、
そ
れ
に
不
可
欠
な
隠
匿
（
地
）
権
益

の
探
索
（Concealm

ent hunting

）
は
当
時
の
重
大
な
「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
つ
と
な
っ（
た

）
51

が
、
財
務
府
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
セ

シ
ル
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
隠
匿
の
そ
も
そ
も
の
原
因
は
真
正
な
測

地
図
面
と
マ
ナ
ー
裁
判
所
記
録
集
（courtrolls

）
の
欠
如
に
あ

る
、
と
さ
れ（
た

）
52

。
こ
の
時
期
の
政
府
顕
官
が
し
ば
し
ば
優
秀
な
サ

ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
後
援
し
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
王
領
地
絡
み
の
こ

う
い
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
。
ま
た
多
く
の
場
合
、
王
領
地
に
は
森

林
や
猟
場
な
ど
が
広
大
か
つ
入
り
組
ん
で
存
在
し
、
ク
レ
イ
が
森

役
（W

oodw
ard

）
の
職
務
に
つ
い
て
比
較
的
精
細
に
説
い
て

い（
る

）
53

の
も
、
自
身
の
王
領
地
業
務
体
験
と
恐
ら
く
無
関
係
で
は
あ

る
ま
い
。

小
括
と
展
望

　

以
上
、
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
著
『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
に

見
ら
れ
る
、
マ
ナ
ー
・
ス
タ
ッ
フ
の
編
制
・
職
務
分
担
論
、
と
り

わ
け
「
指
示
職
」
と
称
さ
れ
る
枢
要
な
役
職
者
の
然
る
べ
き
任
務

及
び
資
質
に
つ
い
て
、
所
論
の
概
略
を
た
ど
っ
て
み
た
。
以
下
に

筆
者
は
、
そ
こ
に
顕
わ
れ
て
い
る
時
代
趨
勢
や
特
有
の
動
向
を
大
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凡
二
つ
の
点
に
ま
と
め
て
記
し
た
い
。

　

第
一
に
、
農
村
部
や
マ
ナ
ー
に
浸
透
し
、
当
時
す
で
に
広
く
認

識
さ
れ
て
い
た
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
相
対
的
、
か
つ
漸
次
的

な
増
大
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、（
概
ね
修
道
院
解
散

を
起
点
に
）
当
時
、
進
行
し
て
い
た
エ
ス
テ
イ
ト
売
買
の
増
加
傾

向
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
」
の
権
限
が
属
す

る
に
相
応
し
い
の
は
、
相
続
や
公
職
・
地
位
、
あ
る
い
は
君
主
恩

顧
の
下
賜
な
ど
を
介
し
然
る
べ
く
所
持
で
き
る
人
々
、
つ
ま
り
現

存
の
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
る
、
と
し
な
が
ら
も
、
ク
レ
イ
は

「
も
っ
と
下
の
ラ
ン
ク
の
人
た
ち
（m

en of m
eaner ranke

）」

も
ま
た
、
同
様
な
エ
ス
テ
イ
ト
を
新
た
に
手
に
す
る
ケ
ー
ス
の
あ

る
こ
と
を
指（
摘

）
54

、
相
当
規
模
の
土
地
の
購
入
者
（
同
時
に
売
却

者
）
の
存
在
が
意
識
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ハ
バ
カ
ク
に
よ
れ

ば
、
深
刻
な
不
況
期
を
含
む
一
七
世
紀
の
最
初
の
約
二
〇
年
間
は
、

土
地
の
売
り
手
と
買
い
手
が
二
〇
購
買
年
数
と
い
う
因
習
的
か
つ

大
ま
か
な
地
価
基
準
か
ら
広
く
脱
却
し
て
い
く
最
初
の
時
期
で
、

『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
と
併
載
さ
れ
た
『
…
必
携
数
表
』

で
は
、
現
在
の
収
入
と
将
来
得
べ
か
り
し
（
復
帰
権
を
換
算
し

た
）
収
入
と
を
峻
別
し
た
、
利
回
り
の
対
比
が
行
な
わ
れ
て
い
る

と
さ
れ（
る

）
55

。
こ
れ
は
一
七
世
紀
に
活
発
に
議
論
さ
れ
た
利
子
率
を

め
ぐ
る
議
論
と
当
然
連
動
す
る
が
、
土
地
市
場
活
況
と
同
時
進
行

し
た
、
資
産
形
態
と
し
て
の
エ
ス
テ
イ
ト
観
の
高
ま
り
に
対
応
し

た
も
の
で
も
あ
る
。
計
数
に
明
る
い
ク
レ
イ
は
か
か
る
状
勢
を
テ

ク
ニ
カ
ル
に
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
職
分
論
は
、

冷
徹
な
計
算
に
裏
付
け
ら
れ
た
市
場
プ
ロ
セ
ス
と
密
接
に
連
携
し

て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
経
済
計
算
の
進
展
や
資
産
認
識
の
客
観

化
と
い
っ
た
時
代
趨
勢
を
背
景
に
、
財
産
の
効
率
配
分
・
保
持
、

（
領
主
や
上
層
テ
ナ
ン
ト
ら
を
軸
と
し
た
）
権
利
関
係
の
明
確
性

が
、
さ
し
あ
た
り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
（
相
続
継
承
な
ど
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
新
規
に
獲
得

し
た
）
エ
ス
テ
イ
ト
の
合
理
的
経
営
＝
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
及

び
ビ
ジ
ネ
ス
化
の
具
体
措
置
、
す
な
わ
ち
収
入
金
に
基
づ
く
利
益

（profit

［s

］）
の
増
加
を
図
る
積
極
策
と
し
て
、
広
義
の
改
良

（im
prouing, im

prouem
ent

［s

］）
が
要
請
さ
れ（
た

）
56

。
ま
ず
テ
ナ

ン
ト
と
の
関
係
の
中
で
隠
匿
さ
れ
、
所
有
者
に
看
過
さ
れ
て
き
た

領
主
権
益
の
復
帰
・
回
収
（reuiued or reestablished

）
で

あ
る
。
テ
ナ
ン
ト
層
の
間
に
常
習
的
に
見
ら
れ
る
侵
害
行
為
、
隠

匿
、
不
法
妨
害
等
の
せ
い
で
、
地
代
や
更
新
許
可
料
そ
の
他
の
収

入
に
減
損
（decay

）
が
生
じ
て
い
る
事
態
の
改
善
、
同
時
に
石

炭
ほ
か
鉱
物
資
源
の
開
発
・
有
効
活
用
を
介
す
る
使
用
料
増
徴
と

い
っ
た
比
較
的
新
規
の
収
入
源
（
農
業
以
外
の
収
入
）
確
保
、
が

挙
げ
ら
れ（
る

）
57

。
そ
こ
で
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
、
執
事
、
会
計
職
ら
「
指



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

六
七　
（
六
七

示
職
」
に
託
さ
れ
た
、
収
入
源
の
広
範
に
わ
た
る
再
確
認
が
不
可

欠
と
な
っ
て
く
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
エ
ス
テ
イ
ト
と
い
う
給
源

か
ら
生
じ
る
収
入
金
を
調
べ
出
し
、
確
定
・
登
記
す
る
役
目
を
担

う
の
は
、
指
示
職
を
構
成
す
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
（
概
ね
一
定
額
で

定
期
的
な
収
入
金
を
担
当
）、
執
事
及
び
会
計
職
（
概
ね
不
定
で

臨
時
的
な
そ
れ
を
担
当
）
で
あ
っ（
た

）
58

。

　

さ
ら
に
『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
で
は
、
末
端
の
現
場
を

あ
ず
か
る
「
請
負
職
」
の
職
分
論
に
も
、
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

に
導
か
れ
た
事
業
体
と
し
て
の
マ
ナ
ー
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
見
出

せ
る
。
例
え
ば
領
主
の
森
林
の
木
材
な
ど
産
品
の
扱
い
を
め
ぐ
り
、

結
果
と
し
て
領
主
の
損
失
を
招
く
、
買
い
手
に
有
利
な
取
引
を
生

ん
で
い
る
現
実
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
ク
レ
イ
は
森
役
に
対
し
、

樹
木
を
正
し
く
測
定
・
保
全
管
理
し
、
実
勢
に
即
し
て
材
木
価
額

を
見
積
も
り
、
適
時
に
販
売
さ
せ
る
よ
う
注
意
を
喚
起
す
る
。

「
さ
も
な
い
と
狡
賢
い
買
い
手
に
し
ば
し
ば
出
し
抜
か
れ
か
ね
な

い
」。
領
主
直
営
地
の
倉
入
れ
係
に
は
、
穀
物
に
せ
よ
畜
肉
に
せ

よ
、
自
家
消
費
分
と
と
も
に
市
場
出
荷
分
に
つ
い
て
の
精
確
な
価

額
見
積
も
り
と
、
現
場
で
の
売
買
取
引
に
熟
達
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
ま
た
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
の
家
令
は
、
市
場
の
相
場
に
照

ら
し
、
領
主
フ
ァ
ミ
リ
向
け
必
用
品
等
の
買
い
値
の
適
正
チ
ェ
ッ

ク
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す（
る

）
59

。
以
上
の
如
き
現
場
の
職
務

を
隈
な
く
統
括
す
る
の
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
指
示
職
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
臨
時
的
な
収
入
金
を
調
べ
出
し
、
市
場

（M
arkets

）
や
定
期
市
（Faires

）
等
か
ら
の
勘
定
を
監
査
す

る
の
は
会
計（
職

）
61

な
の
で
、
恐
ら
く
こ
こ
に
、
経
費
節
減
策
と
並
ん

で
彼
ら
の
業
務
特
性
が
重
視
さ
れ
る
要
因
が
あ
っ
た
。　
　
　

　

か
く
の
如
く
、
ク
レ
イ
は
旧
来
的
な
マ
ナ
ー
領
主
と
い
う
よ
り
、

資
産
及
び
事
業
体
た
る
エ
ス
テ
イ
ト
の
権
利
所
有
者
の
立
場
を
踏

ま
え
た
収
益
第
一
主
義
を
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
隠
匿

地
の
摘
発
ほ
か
本
来
権
限
の
回
復
、
収
入
源
の
新
規
開
拓
な
ど
に

反
映
さ
れ
、
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
専
門
職
能
を
備

え
た
、
主
と
し
て
外
部
の
「
指
示
職
」
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
。
以

上
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
市
場
対
応
や
権
利
関
係
明
確
化
の
過
程
で

推
進
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
一
層
効
率
的
な
指
揮
系
統
、
及
び
マ

ナ
ー
内
秩
序
の
維
持
策
は
、
テ
ナ
ン
ト
の
慣
行
な
い
し
既
得
権
益

と
の
間
に
軋
轢
を
呼
び
込
ん
で
い
た
こ（
と

）
61

が
窺
わ
れ
る
。
当
時
の

多
く
の
著
作
者
や
識
者
同
様
、
ク
レ
イ
が
第
三
版
の
献
辞
な
ど
で

繰
り
返
し
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
社
会
公
益
意（
識

）
62

と
は
相
容
れ
ぬ

深
刻
な
権
利
衝
突
が
、
自
ら
提
唱
す
る
マ
ナ
ー
運
営
の
新
た
な
方

向
性
の
う
ち
に
す
で
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
浸
透
に
伴
っ
て
マ
ナ
ー
を

事
業
・
経
営
体
と
捉
え
る
認
識
が
徐
々
に
高
ま
る
な
か
で
、
そ
の
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効
率
的
な
ス
タ
ッ
フ
配
置
、
役
割
分
担
に
専
門
職
能
化
傾
向
が
緩

や
か
に
進
展
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
エ
ス
テ
イ
ト
経
営

実
態
の
い
わ
ば
数
値
化
を
念
頭
に
お
く
ク
レ
イ
は
、
会
計
職
の
役

割
を
重
視
し
、
金
銭
出
納
・
勘
定
を
正
し
く
円
滑
に
運
ぶ
指
揮
系

統
を
説
く
一
方
で
、
自
身
の
職
業
た
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
、
測
地

と
い
う
本
来
業
務
に
関
す
る
限
り
常
時
起
用
で
な
く
て
済
む
と
し

つ
つ
も
、
マ
ナ
ー
裁
判
所
関
係
業
域
か
ら
定
額
的
収
入
源
の
確
保
、

査
定
・
評
価
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
に
及
ぶ
、
計
数
を
伴
う
重
大
任

務
を
想
定
し
て
、
彼
ら
は
エ
ス
テ
イ
ト
執
事
だ
け
で
な
く
他
な
ら

ぬ
会
計
職
を
兼
務
す
る
こ
と
も
可
能
、
と
し
て
い（
る

）
63

。
一
個
の
明

確
な
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」
た
る
自
負
に
支
え
ら
れ
た
巧
み
な

論
理
立
て
で
、
こ
の
職
業
に
向
け
ら
れ
る
不
十
分
な
認
識
や
冷
厳

な
世
評
へ
の
不
満
、
積
極
的
な
自
己
の
ア
ピ
ー
ル
、
他
職
へ
の
内

在
的
批
判
が
網
羅
的
に
表
明
さ
れ
る
に
至
る
。

　

ま
た
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
だ
け
で
な
く
ク
レ
イ
の
想
定
す
る
「
指

示
職
」
に
概
ね
共
通
し
て
い
た
の
は
、
広
範
多
様
で
不
可
分
な
、

そ
し
て
強
い
権
限
を
伴
う
職
務
と
そ
れ
を
支
え
る
専
門
技
量
の
熟

達
、
及
び
（
恐
ら
く
執
事
の
場
合
を
除
い
て
）
マ
ナ
ー
か
ら
見
た

あ
る
種
の
外
部
性
、
並
び
に
独
立
性
で
あ
る
。
彼
が
指
摘
す
る
如

く
、
こ
う
し
た
「
指
示
職
」
の
存
在
は
「
領
主
に
と
っ
て
必
ず
し

も
大
き
な
経
費
負
担
と
は
な
ら
な
い
。
一
人
の
者
が
複
数
の
領
主

の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
の
役
目
を
負
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
誰

に
対
し
て
も
そ
れ
以
上
の
依
存
関
係
を
持
た
ず
、
彼
の
労
苦
に
は

年
間
で
相
応
額
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
れ
ば
済
む
か
ら
。
そ
う
い
う

人
が
技
量
に
富
み
、
正
直
誠
実
で
あ
れ
ば
、
そ
の
精
勤
は
文
句
な

く
（
領
主
に
）
有
利
な
効
果
を
生
み
、
同
時
に
労
力
や
不
安
の
多

く
か
ら
領
主
を
解
放
し
て
く
れ（
る

）
64

」。
す
な
わ
ち
契
約
的
な
雇
用

形
態
や
、
歩
合
制
で
な
い
定
額
報
酬
体
系
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
こ
こ
で
「
指
示
職
」
の
専
門
職
特
性
が
、
す
で
に
紹
介

し
た
（
と
く
に
小
規
模
エ
ス
テ
イ
ト
で
の
）
会
計
職
起
用
に
よ
る

費
用
削
減
効
果
も
含
め
、
領
主
側
の
経
費
コ
ス
ト
＝
効
率
性
の
観

点
か
ら
説
か
れ
て
い（
る

）
65

の
は
意
義
深
い
。
専
門
職
へ
の
ニ
ー
ズ
増

大
が
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
浸
透
し
た
マ
ナ
ー
現
場
の
収
益
性

志
向
と
密
接
に
連
動
し
て
い
た
趨
勢
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
窺

え
よ
う
。
但
し
反
面
、
い
く
つ
か
の
「
指
示
職
」
が
相
互
に
兼

職
・
代
行
可
能
と
さ
れ
て
い
る
指
摘
も
重
要
で
、
爾
後
も
な
お
根

強
く
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
エ
ス
テ
イ
ト
関
連
の
職
域
競
合
、
延

い
て
は
輻
輳
す
る
職
業
（
人
材
）
市
場
の
意
味
合
い
、
言
い
換
え

れ
ば
当
時
、
専
門
職
能
化
を
妨
げ
て
い
た
大
き
な
限
界
と
、「
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
内
実
の
依
然
と
し
て
混
沌
、
未
成
熟
な
在

り
よ
う
が
そ
こ
に
自
ず
と
露
見
し
て
い
る
。



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

六
九　
（
六
九

　
『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
に
示
さ
れ
て
い
る
マ
ナ
ー
内
の

ス
タ
ッ
フ
の
役
割
明
確
化
、
専
門
職
能
・
独
立
・
外
部
化
、
及
び

そ
れ
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
、
収
益
志
向
の
高
ま
り
に
代
表
さ
れ

る
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
浸
透
や
影
響
と
い
っ
た
諸
動
向
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
緩
慢
、
か
つ
漸
進
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
の
近
代

化
に
は
、
中
世
以
来
、
基
盤
的
組
織
体
で
あ
り
続
け
た
マ
ナ
ー
の

構
造
的
な
変
質
、
編
制
替
え
を
伴
っ
た
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
き

わ
め
て
長
い
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
推
移
を
考

慮
し
つ
つ
俯
瞰
的
に
ク
レ
イ
の
冊
子
を
位
置
づ
け
れ
ば
、
サ
ヴ
ェ

イ
ヤ
ー
の
存
在
と
職
分
に
論
及
し
た
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
か
ら

以
降
、
一
六
世
紀
後
期
の
ワ
ー
ソ
ッ
プ
、
エ
イ
ガ
ス
（
ア
ッ
ガ

ス
）
や
同
じ
一
七
世
紀
早
々
の
ノ
ー
ド
ゥ
ン
ら
の
著
作
と
と
も
に
、

マ
ナ
ー
（
な
い
し
エ
ス
テ
イ
ト
）
の
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
や
各
種
業

務
に
（
短
く
傍
論
的
に
で
は
あ
れ
）
言
及
し
て
き
た
運
営
手
引
書

の
一
連
の
系
譜
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
さ
ら
に
、
は
る
か

後
の
一
九
世
紀
に
入
っ
て
、
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
と
並
ぶ
農
事

（
土
地
管
理
を
含
む
）
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー

シ
ャ
ル
が
刊
行
し
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
財
産
に
つ
い
て
』

（
一
八
〇
四
年
）
に
提
示
さ
れ
て
い
る
農
用
地
の
管
理
編
制
を
一

瞥
し
て
も
、
ス
タ
ッ
フ
内
訳
と
職
分
の
根
幹
は
、
一
七
世
紀
初
頭

に
ク
レ
イ
の
提
示
し
た
そ
れ
か
ら
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
実

情
が
判
明
す（
る

）
66

。
マ
ー
シ
ャ
ル
が
活
動
し
た
時
代
、
土
地
関
連
業

務
に
携
わ
る
外
部
専
門
職
の
う
ち
ソ
リ
シ
タ
ー
な
ど
法
曹
職
は
社

会
的
に
認
知
さ
れ
て
久
し
く
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
も
会
計
職
も
公
認

職
業
団
体
創
設
、
す
な
わ
ち
近
代
専
門
職
と
し
て
の
確
立
が
よ
う

や
く
間
近
に
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
合
的
に
踏
ま
え
、
筆
者
は
、
一
七
世
紀
初
頭
に
活
動

し
た
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
兼
数
学
研
究
者
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
の
存
在
や

実
績
、
と
り
わ
け
そ
の
著
作
『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
の
所

論
に
は
、
拡
大
す
る
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
直
面
し
た
マ

ナ
ー
／
エ
ス
テ
イ
ト
経
営
の
動
向
や
、
そ
れ
と
並
行
し
て
存
在
感

を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
の
専
門
職
形
成
過
程
を

把
握
す
る
う
え
で
、
見
逃
せ
ぬ
側
面
と
有
益
な
論
点
が
認
め
ら
れ

得
る
、
と
考
え
る
。

註（
1
）［J.

］ Fitzherbert, T
he Boke of Surveying and Im

prov-
m

ents

（London,1523; reprint, A
m

sterdam
, 1974

）. 

本
書
に

見
出
さ
れ
る
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
除
く
主
に
領
主
配
下
の
マ
ナ
ー

運
営
ス
タ
ッ
フ
（offycer

）
と
し
て
は
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー

（com
m

yssioner

）、
執
事
（stew

arde

）、
ベ
イ
リ
フ
（baylye

）、

リ
ー
ヴ
（reue

）、
法
律
関
係
者
（m

en of law
e

）、
会
計
従
事
者



史
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七
〇　
（
七
〇

（audytour

）、
森
役
（w

odew
arde

）、
十
人
組
長
（tything

m
an

）
ほ
か
多
数
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

著
者
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
の
人
物
に
つ
い
て
は
今
な
お
不
明

な
部
分
が
多
く
、
父
ラ
ル
フ
（
レ
イ
フ
）
か
ら
家
督
を
継
い
だ

ダ
ー
ビ
ー
シ
ャ
州
の
在
地
領
主
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト

（
？
～
一
五
三
一
年
）
と
す
る
説
と
、
そ
の
末
弟
た
る
、
裁
判
官
で

法
律
関
係
の
著
作
家
サ
ー
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
（
ア
ン
ト
ニ
ー
）・
フ
ィ

ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
（
一
四
七
〇
頃
～
一
五
三
八
年
。
代
表
作
に
一

五
一
四
―
一
五
一
七
年
刊
の
『
大
法
要
録 

（M
agnum

 abbrevia-
m

entum
; 

後
の
版
で
はLa graunde abridgem

ent

）』
な
ど
）

と
す
る
説
が
あ
っ
て
、
未
だ
確
た
る
決
着
に
至
っ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
と
は
い
え
『
測
地
と
改
良
の
書
』
の
著
者
が
、
同
時
に

『
農
耕
の
書
』（M

aster Fitzherbert, T
he Boke of H

us-
bandry 

（London, 1523; reprint from
 the edition of 1534 

and edited by W
. W

. Skeat, London, 1882, 1965

） 

を
著
わ

し
た
人
物
で
も
あ
る
こ
と
に
は
概
ね
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る

（
右
の
一
八
八
二
年
版
『
農
耕
…
』
の
編
者
ス
キ
ー
ト
が
同
書In

troduction

で
展
開
し
た
の
は
著
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
説
、
オ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
国
民
伝
記
辞
典
で
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
項
を
担
当
し
た
法
制
史

家
ベ
イ
カ
ー
は
そ
れ
を
否
定
し
、『
農
耕
…
』『
測
地
…
』
い
ず
れ

も
著
者
ジ
ョ
ン
説
を
採
っ
て
い
る
。O

D
N

B., art., Sir A
nthony 

Fitzherbert, by J. H
. Baker

）。
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
で
も
、

『
測
地
…
』
に
お
け
る
記
述
（T

he Boke of Surveying..., 

内
容

目
録 

（T
he table

） 

に
続
く
「
ト
マ
ス
・
バ
ー
ス
レ
ッ
ト
か
ら
こ

の
小
冊
子
の
読
者
へ
」 ［folio a.iiii. and v.

］
と
、
次
の
「
著
者
プ

ロ
ロ
ー
グ
」［fo. b.v.

］
の
両
方
に
見
え
る
文
言
）
な
ど
か
ら
、

『
農
耕
…
』
と
『
測
地
…
』
は
同
一
人
物
の
著
述
と
考
え
ら
れ
、
一

五
二
三
年
に
二
点
が
概
ね
同
時
に
初
版
刊
行
さ
れ
た
か
、
あ
る
い

は
後
者
は
少
し
後
に
（
初
版
）
続
刊
さ
れ
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
著
者
は
マ
ナ
ー
の
測
地
や
管
理
運
営
、
関

連
法
令
と
と
も
に
、
家
畜
の
病
気
対
応
ま
で
を
含
む
農
作
・
牧
畜

の
実
際
、
そ
の
双
方
に
幅
広
く
か
つ
深
く
通
じ
て
い
た
こ
と
に
な

り
、
管
見
で
は
長
兄
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
記
録
・
情
報
の
乏
し
さ

と
併
せ
、
こ
の
こ
と
が
前
二
作
の
著
者
特
定
を
混
乱
さ
せ
た
一
因

と
考
え
得
る
。
但
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入

ら
な
い
。
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
は
『
測
地
…
』
の
中
で
、「
サ
ヴ

ェ
イ
ヤ
ー
（Surueyour

）」
は
フ
ラ
ン
ス
語
由
来
の
名
称
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
（
英
語
）
で
は
監
視
・
査
定
人
（O

uerseer

）
に
概
ね

相
当
す
る
旨
、
定
義
づ
け
て
い
る 

（op. cit., fo. xxxiiii. 

ラ
テ
ン

語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
経
由
の
英
語
、super 

（over

）＋videre 

（to 
see

））。
右
の
記
述
自
体
、
マ
ナ
ー
社
会
に
未
だ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

が
顕
著
だ
っ
た
当
時
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
存
在
だ
っ
た
事
情
を
暗
示
す
る
。

サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
と
い
う
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
形
成
の
初
期
段
階

に
お
け
る
、『
測
地
…
』
ほ
か
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
の
著
述
の
意

義
に
初
め
て
着
目
し
た
の
は
Ｆ
・
Ｍ
・
Ｌ
・
ト
ム
ス
ン
で
あ
る
。

勅
許
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
形
成
史
に
つ
い
て
の
ト
ム
ス
ン
の
著
作
、
さ

ら
に
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
個
々
の
人
名
辞
典
や
時
期
ご
と
の
発
達
史
を

集
成
し
、
ま
た
地
図
作
製
と
土
地
業
務
の
か
か
わ
り
を
地
域
的
に

論
究
し
た
ベ
ン
ド
ー
ル
の
著
作
等
が
、
さ
し
あ
た
り
近
代
初
頭
以

降
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
本
格
的
に
扱
っ
た
重
要
な
先
行
研
究
と
い

え
よ
う
。F. M

. L. T
hom

pson, Chartered Surveyors: the 



一
七
世
紀
初
期
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ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職
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七
一　
（
七
一

grow
th of a profession （London, 1968

） pp. 2-8; S. Bendall, 
M

aps, Land and Society: A
 history, w

ith a carto-bibliog-
raphy of C

am
bridgeshire estate m

aps, c.1600-1836 
（Cam

bridge U
. P., 1992

）; Bendall, D
ictionary of Land 

Surveyors and Local M
ap-m

akers of G
reat Britain and 

Ireland 1530-1850 （T
he British Library, second edition, 

1997

）, vol. 1, Introduction, pp. 1-58.

こ
の
用
語
（surveyor

）
を
め
ぐ
る
一
六
世
紀
半
ば
、
数
学
研

究
者
ロ
バ
ー
ト
・
レ
コ
ー
ド
（
一
五
一
二
頃
～
五
八
年
）
の
言
及

も
重
要
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、A

. M
cRae, G

od Speed the 
P

lough: T
he R

epresentation of A
grarian E

ngland, 
1500-1660

（Cam
bridge U

. P., 1996

）, p. 171.

を
参
照
。
自

身
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
で
大
々
的
に
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
務
め
、

主
と
し
て
一
七
世
紀
後
期
に
活
動
し
た
統
計
・
経
済
論
者
サ
ー
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
（
一
六
二
三
～
八
七
年
）
を
扱
っ
て
い
る
、

松
川
七
郎
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二

年
）
の
例
え
ば
第
三
章
四
節
、
及
び
五
節
も
併
せ
て
参
照
。

（
2
）Bendall, D

ictionary of Land Surveyors ...vol. 1, Intro
duction, pp. 7, 11, 17, 22, 26-34.

（
3
）Bendall, op. cit., p. 6. 

当
時
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
に
見
ら
れ
た
能
力
の
未
熟
さ
に
つ
い
て

は
少
な
か
ら
ぬ
証
言
が
あ
る
が
、
第
一
線
の
地
図
作
製
者
、
サ
ヴ

ェ
イ
ヤ
ー
だ
っ
た
ラ
ダ
ル
フ
（
ラ
ル
フ
、
レ
イ
フ
）・
エ
イ
ガ
ス

（
ア
ッ
ガ
ス
）（
一
五
四
〇
頃
～
一
六
二
一
年
）
は
一
六
世
紀
末
に
、

ど
ん
な
に
測
定
が
杜
撰
か
つ
不
正
確
で
も
「
一
度
で
も
平
板

（plaine table

）
を
人
前
で
見
せ
つ
け
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
は
サ

ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
（Surueighors

）
と
呼
ば
れ
、
そ
う
誇
り
、
自
称
し

て
満
悦
す
る
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
。Radolph A

gas, A
 Prepar-

ative to platting of Lands and tenem
ents for surueigh, 

shew
ing the diuersitie of sundry Instrum

ents, applied 
thereunto.... （London, 1596

）, p. 8.

（
4
）
地
図
作
製
者
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
関
連
著
作

家
の
ジ
ョ
ン
・
ノ
ー
ド
ゥ
ン
（
一
五
四
七
頃
～
一
六
二
五
年
）
が

『
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
対
話
』（
初
版
一
六
〇
七
年
刊
）
で
登
場
人
物

の
一
人
（「
フ
ァ
ー
マ
ー
」）
に
、
サ
ー
ヴ
ェ
イ
作
業
を
構
成
す
る

計
測
（m

easuring

）
や
区
画
設
計
・
図
面
化
（plotting

）
に
つ

い
て
（
当
時
の
社
会
認
識
を
踏
ま
え
）
発
言
さ
せ
た
批
判
的
表

現
。 J. N

orden, T
he Surueyor［ʼs

］ D
ialogue 

（London, 
1617

）, p. 18. 

な
お
、
同
書
に
も
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
『
測
地

…
』
へ
の
言
及
や
そ
こ
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、

ノ
ー
ド
ゥ
ン
がM

aster Fitzherbert

を
「
か
の
学
識
あ
る
裁
判

官
（that learned Iudge

）」（p. 22.

）
と
記
し
て
い
る
の
は
意

味
深
い
。

（
5
）
マ
ナ
ー
の
機
能
化
・
合
理
化
の
要
請
に
応
え
て
登
場
す
る
マ
ニ

ュ
ア
ル
本
の
著
者
を
見
る
と
、
農
業
関
係
者
と
並
び
サ
ヴ
ェ
イ

ヤ
ー
の
存
在
が
増
し
て
い
る
の
が
分
る
。
時
代
順
に
若
干
を
挙
げ

れ
ば
、Edw

ard W
orsop, A

 D
iscouerie of Sundrie E

r rours 
and Faults daily com

m
itted by Lande-m

ea ters...

（London, 
1582

）; Radolph A
gas, op.cit. 

（1596

）; John N
orden, op.cit. 

（1617

）; A
aron Rathborne, T

he Surveyor in Foure Bookes 
（London, 1616

）; Edw
ard Laurence, T

he D
uty of a Stew

-
ard to his Lord （London, 1727

）.
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七
二　
（
七
二

（
6
）J. T

hirsk, ʻPlough and Pen: A
gricultural W

riters in the 
Seventeenth Centuryʼ in Social R

elations and Ideas: E
s-

says in H
onour of R

. H
. H

ilton, ed. T
. H

. A
ston et al. 

（Cam
bridge, 1983

）, p. 295.

（
7
）T

ho. Clay, A
 Chorologicall D

iscovrse of the w
ell order-

ing, disposing and gouerning of an H
onorable estate or 

R
euennue,... （London, 1619

）

（
8
）
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
フ
ッ
パ
ー
ほ
か
に
よ
れ
ば
、
彼
は
一
六
〇
九
―

一
〇
年
、
ラ
イ
ゲ
イ
ト
の
隷
農
の
娘
で
寡
婦
だ
っ
た
エ
リ
ザ
ベ

ス
・
ガ
ン
タ
ー
と
結
婚
、
や
が
て
ト
マ
ス
（
受
洗
一
二
年
）
と
レ

イ
チ
ェ
ル
（
同
一
五
年
）
の
二
児
を
得
た
。
二
三
年
に
現
地
の
テ

ナ
ン
ト
数
名
の
協
力
を
仰
い
で
作
製
し
た
ラ
イ
ゲ
イ
ト
・
マ
ナ
ー

の
地
測
図
面
（
委
嘱
者
は
同
マ
ナ
ー
権
の
一
部
売
却
を
考
え
て
い

た
ド
ー
セ
ッ
ト
伯
）
か
ら
は
、
彼
自
身
、
妻
の
権
利
の
地
片
と
併

せ
、
継
子
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ガ
ン
タ
ー
の
後
見
人
と
し
て
コ
ピ
ー

ホ
ー
ル
ド
権
の
家
屋
敷
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。J. 

H
. H

arvey, ʻT
hom

as Clayʼs plan of the m
anor of Great 

Bookham
, Surrey, 1614ʼ, Proceedings of the Leatherhead 

and D
istrict Local H

istory Society, vol. 2, no. 1, 1966, pp. 
281-3.; W

. H
ooper, R

eigate: Its Story T
hrough the A

ges 

（Surry A
rchaeological Society, 1945

）, pp. 31-31.; T
he 

Story of Surrey in M
aps: C

atalogue of an E
xhibition 

（K
ingstonuponT

ham
es, 1956

）, pp. 13-14.

（
9
）
す
で
に
挙
げ
た
も
の
以
外
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
彼
の
作
製
し

た
測
地
図
面
を
時
代
順
に
例
示
す
れ
ば
、
①
一
六
〇
七
年
頃
作
製
、

リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
教
会
区
教
会
な
ど
）
及
び
ベ
ル
ハ
ー
ス
ト

（
ビ
ル
ズ
ハ
ー
ス
ト
）・
マ
ナ
ー
に
位
置
す
る
諸
土
地
の
図
面
。
主

な
委
嘱
者
は
前
述
マ
ナ
ー
所
有
を
め
ぐ
る
係
争
に
直
面
し
た
と
思

わ
れ
る
エ
フ
ィ
ン
ガ
ム
の
ハ
ワ
ー
ド
卿
。
②
一
六
一
九
年
作
製
、

ミ
ド
ル
セ
ク
ス
州
ト
ッ
テ
ナ
ム
に
位
置
す
る
複
数
マ
ナ
ー
の
図
面
。

委
嘱
者
は
ド
ー
セ
ッ
ト
伯
。H

arvey, op. cit., pp. 282-3.; T
he 

Story of Surrey in M
aps, pp. 14, 18.; W

. Robinson, H
istory 

and A
ntiquities of the P

arish of T
ottenham

 in the 
County of M

iddlesex, 2nd ed., （1841

）, pp. 72-73.

（
11
）Briefe, easie, and necessary T

ables, for the valuation 
of Leases, A

nnuities, and Purchases, either in present, or 
in reuersion, according to the rates now

 m
ost in vse 

（London, 1622

） 

こ
の
部
分
の
内
容
記
述
が
確
認
で
き
る
の
は
、

一
六
二
二
年
版
か
ら
。

（
11
）『
…
必
携
数
表
』、
及
び
『
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ
ト
…
』
第
三
版

（
一
六
二
四
年
版
）
の
記
述
内
容
か
ら
。
後
者
に
つ
い
て
は
註（
14
）

を
参
照
。

（
12
）
ク
ラ
パ
ム
に
よ
れ
ば
本
書
の
原
型
ら
し
き
も
の
は
一
六
〇
二
年

頃
に
発
行
さ
れ
た
一
種
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
ブ
ッ
ク
で
、
彼
の
所
見
で

は
最
初
の
表
題
は
概
ね
（
Ｂ
）
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
（
Ａ
）
の
内

容
も
含
ま
れ
て
い
た
。
一
六
〇
五
年
頃
、（
Ａ
）
部
分
を
詳
し
く
拡

充
し
た
第
二
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
ブ
ッ
ク
を
発
刊
し
た
、
と
さ
れ
る
。J. 

Clapham
, ʻA

 Short H
istory of the Surveyorʼs Professionʼ, 

T
he Journal of T

he R
oyal Institution of Chartered Sur-

veyors, vol. 29, 1949-51

）, pp. 31-33. 

管
見
の
限
り
で
は
現
在

の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
の
初
期
版
本
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
ク
レ
イ
の

王
領
地
業
務
経
験
は
一
六
一
七
年
よ
り
以
前
に
は
確
認
で
き
な
い



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

七
三　
（
七
三

の
で
、
仮
に
ク
ラ
パ
ム
の
指
摘
が
事
実
に
近
い
と
し
て
も
、
具
体

的
内
容
は
（
王
領
地
関
連
に
言
及
し
て
い
る
）
一
八
年
以
降
の
刊

行
本
と
同
一
で
は
な
く
、
記
述
が
相
応
に
少
な
か
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
と
は
い
え
（
Ａ
）
部
分
の
骨
子
が
一
六
〇
五
年
な
い
し
そ

れ
以
前
に
手
が
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
に

占
め
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
役
割
や
立
場
を
明
確
に
論
じ
た
本
書
論

点
の
意
義
は
、
む
し
ろ
一
段
と
大
き
く
な
ろ
う
。

（
13
）T

hom
as Clay, A

 Chorologicall D
iscovrse of the w

ell 
ordering, disposing and gouerning of an H

onorable estate 
or R

euennue,...

（
Ｂ
）T

ogether w
ith Certaine Briefe and 

necessarie T
ables for the valuation of Leases, A

nnuities, 
and purchases, either in present or in R

euersion. 

（
Ａ
） 

（London, 1619

）　

以
下
引
用
は
原
則
、
本
版
（
Ｂ
）
部
分
。

（
14
）
以
下
、
後
続
の
諸
版
の
タ
イ
ト
ル
を
示
す
。

A
 Chorologicall D

iscovrse of the w
ell O

rdering, dispos-
ing and gouerning of an H

onorable E
state or R

euennue. 
...

（
Ｂ
）T

ogether w
ith Certaine Briefe and N

ecessary T
a-

bles for the valuation of L
eases, A

nnuities, and pur-
chases, either in present or in reuersion. 

（
Ａ
） （London, 

1621

）

Briefe, E
asie, and N

ecessary T
ables, for the valuation 

of Leases, A
nnuities, and Purchases, either in present or 

in reuersion., according to the rates now
 m

ost in vse. 

（
Ａ
）T

ogether w
ith A

 C
horologicall D

iscovrse of the 
w

ell ordering, disposing and gouerning of an H
onorable 

estate or R
euennue....（

Ｂ
）. T

he second Im
pression... 

（London, 1622

）　

第
（
１
）
ペ
ー
ジ
に
先
立
ち
、
数
表
の
使
い

方
に
関
し
読
者
へ
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、（
Ａ
）
部
分
の
記

載
は
断
片
的
で
あ
る
。
こ
の
第
二
刷
に
は
献
辞
の
前
の
ペ
ー
ジ
に
、

ロ
ン
ド
ン
、
フ
リ
ー
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
隣
接
す
る
シ
ュ
ー
・
レ

イ
ン
の
端
、
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
・
コ
ー
ト
に
算
術
、
代
数
、
幾
何
、

三
角
法
、
天
文
、
航
海
術
な
ど
諸
学
の
著
者
自
身
に
よ
る
教
授
・

実
演
の
場
が
設
け
ら
れ
、
関
連
す
る
書
籍
な
ど
も
各
種
揃
え
て
あ

る
旨
の
広
告
宣
伝
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
オ
フ
ィ
ス
が
講
習
主
体

な
の
か
書
籍
等
販
売
が
中
心
か
、
詳
細
は
不
明
確
だ
が
、
ク
レ
イ

の
よ
う
な
有
力
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
は
こ
う
い
っ
た
自
然
哲
学
系
の
学

問
・
技
術
分
野
に
広
く
精
通
し
、
教
育
の
役
割
も
担
い
得
た
こ
と

が
知
れ
る
。
な
お
ま
た
、T

hom
as Clay, Briefe T

ables for 
the V

aluation of Leases （T
he English Experience: Its rec

ord in early printed books published in facsim
ile n. 791.

） 

（A
m

sterdam
, 1976

） 

は
本
刷
の
復
刻
版
で
あ
る
。 

Briefe, E
asie, and N

ecessary T
ables, of Interest and 

R
ents forborne: as also, for the valuation of Leases, A

n-
nuities, and Purchases, either in present, or in reuersion, 
according to the rates now

 m
ost in vse. 

（
Ａ
）T

ogether 
w

ith A
 Chorologicall D

iscourse of the w
ell ordering, dis-

posing and gouerning of an H
onorable estate or R

eu-
ennue....

（
Ｂ
）. T

he third Edition, ... 

（London, 1624

）
第
三

版
を
見
る
と
、
刊
行
前
の
草
稿
に
目
を
通
し
て
く
れ
た
と
さ
れ
る

廷
臣
貴
族
（
ハ
ー
バ
ー
ト
卿
及
び
ウ
ー
ス
タ
ー
伯
の
エ
ド
ワ
ー
ド
。

恐
ら
く
、
こ
の
頃
幾
分
名
の
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ク
レ
イ
と

面
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
第
四
代
ウ
ー
ス
タ
ー
伯
エ
ド



史
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七
四　
（
七
四

ワ
ー
ド
・
サ
マ
セ
ッ
ト
。
一
五
五
〇
年
頃
～
一
六
二
八
年
。
当
時
、

王
璽
尚
書
な
ど
を
務
め
て
い
た
）
へ
寄
せ
た
献
辞
が
巻
頭
、（
Ａ
）

の
冒
頭
に
新
し
く
書
き
加
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
献
辞
的
序
文
は

後
半
、（
Ｂ
）
の
冒
頭
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
当
代
の
優
れ
た
サ
ヴ
ェ

イ
ヤ
ー
を
後
援
し
た
政
府
顕
官
の
存
在
と
役
割
、
そ
の
理
由
な
ど

に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
一

六
二
二
年
版
（
第
二
刷
）
と
比
べ
（
Ａ
）
本
文
も
大
幅
に
増
補
・

改
訂
さ
れ
た
と
思
し
く
、
電
子
媒
体
も
含
め
て
わ
れ
わ
れ
が

（
Ａ
）
の
全
体
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
主
に
本
版
に
お
い
て
で

あ
る
。
さ
ら
に
二
二
年
版
と
同
様
の
ロ
ン
ド
ン
・
オ
フ
ィ
ス
の
広

告
宣
伝
が
（
Ａ
）
部
分
の
末
尾
へ
移
動
、
内
容
は
二
ペ
ー
ジ
に
拡

が
り
（pp. 51-52

）、
著
者
に
よ
る
教
授
・
実
演
と
い
う
文
言
や

解
説
部
分
な
ど
が
消
え
た
反
面
、
測
量
術
、
日
時
計
測
時
、
地
理

学
が
加
わ
っ
て
、
対
応
す
る
計
器
類
も
明
確
に
さ
れ
、
併
せ
て
次

ペ
ー
ジ
に
著
者
の
未
刊
行
（
完
成
）
原
稿
の
表
題
メ
モ
が
掲
げ
て

あ
る
。
テ
ー
マ
は
算
術
、
代
数
、
測
量
ほ
か
数
学
研
究
と
と
も
に
、

平
板
、
直
角
定
規
、
幾
何
学
測
時
の
日
時
計
と
い
っ
た
計
器
具
使

用
法
に
及
び
、
学
理
、
応
用
、
積
算
・
査
定
の
広
範
か
つ
詳
細
な

知
見
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
に
と

っ
て
不
可
欠
な
計
器
類
へ
の
意
識
の
高
さ
も
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
が
、

用
い
た
計
器
の
製
作
者
の
名
前
な
ど
は
残
念
な
が
ら
見
出
せ
な
い
。

後
半
、（
Ｂ
）
部
分
の
本
文
に
つ
い
て
は
、「
名
誉
あ
る
エ
ス
テ
イ

ト
」
の
定
義
づ
け
説
明
の
補
足
（p.  58

）、
及
び
若
干
の
単
語
の

修
正
が
な
さ
れ
た
以
外
は
、
先
行
諸
版
の
記
述
が
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。

（
15
）T

he second Im
pression...（1622

）, T
o the friendly 

Reader, concerning the vse of these T
ables. A

3. v.

（
16
）Clay, A

 Chorologicall D
iscovrse ...（1619

）, A
2, A

4

（p. 
 1

）, pp. 2-3.

（
17
）Clay, op. cit., p. 57.

（
18
）T

he third Edition, ...（1624

）, A
2-A

4 

（T
he Epistle D

edi
catorie

）.

（
19
）Clay, A

 Chorologicall D
iscovrse ...（1619

）, pp. 4-6, 21, 
22. 

こ
の
ほ
か
、
文
字
通
り
の
領
主
代
理
＝
「
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
」

の
存
在
に
言
及
が
あ
る
（pp. 12,41-41, 47, 51-51

）
が
、
あ
る

意
味
で
最
上
層
「
指
示
職
」
と
目
さ
れ
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
職

務
内
容
は
、
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

（
21
）Clay, op. cit., pp. 4-6, 22-38. 

ク
レ
イ
の
想
定
す
る
「
指
示

職
」「
請
負
職
」
の
全
体
編
制
に
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
『
測

地
…
』
で
示
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
層
と
少
な
か
ら
ぬ
重
複
が
見
ら
れ

る
。

（
21
）
ネ
ッ
ツ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、Book of Survey 

と
は
サ
ヴ
ェ
イ

ヤ
ー
が
編
集
作
成
し
、
マ
ナ
ー
裁
判
所
に
保
管
さ
れ
る
、
す
な
わ

ち
領
主
の
手
に
帰
す
べ
き
、
測
地
に
か
か
わ
る
証
書
や
契
約
書
な

ど
種
々
書
類
の
記
録
集
（w

ritten record

）
を
指
す
と
さ
れ
る

が
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
自
身
が
作
成
・
保
管
し
て
い
た
記
帳
一
般
を

漠
然
と
そ
う
称
す
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。M

. 
N

etzloff 

（ed.

）, John N
ordenʼs T

he Surveyorʼs D
ialogue 

1618: A
 Critical E

dition （Farnham
, 2111

）, p. 21, n. 21.
（
22
）Clay, op. cit., pp. 6-8.

（
23
）Ibid., p. 9. 

こ
の
三
つ
の
形
容
表
現 

（M
athem

atical, Legal, 
I

（J

）udicial
） 

は
ク
レ
イ
が
案
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
サ
ヴ
ェ



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

七
五　
（
七
五

イ
ヤ
ー
の
属
性
、
役
割
を
抽
象
化
し
た
表
現
と
し
て
、
右
の
三
語

は
恐
ら
く
一
六
世
紀
頃
か
ら
す
で
に
一
部
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形
容
表
現
が
か
か
る
趣
旨
で
示
さ
れ
た
刊
行

物
の
嚆
矢
は
、
管
見
の
限
り
で
は
一
五
八
二
年
、
前
記
ワ
ー
ソ
ッ

プ
に
よ
る
著
述
で
あ
る
。W

orsop, A
 D

iscouerie of Sundrie 
E

rrours, fo. I
（J

）. 3. v.

（
24
）Ibid., pp. 9-11.

（
25
）
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
社
会
的
認
知
が
低
い
現
状
へ
の
ク
レ
イ
の
憂

慮
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
存
在

や
職
能
、
起
用
法
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
か
、
又
は
彼
ら
の
せ
い

で
自
分
た
ち
の
結
託
的
な
権
利
侵
害
行
為
の
露
見
を
恐
れ
る
人
々

に
よ
る
誹
謗
の
背
後
に
、
あ
る
種
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
や
市
場

機
能
の
展
開
に
伴
っ
て
顕
れ
る
摩
擦
、
権
利
衝
突
が
示
唆
さ
れ
る
。

Ibid., p. 11. 

一
六
世
紀
以
来
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
必
ず
し
も
社
会
的
に
歓
迎

さ
れ
ず
、
時
に
批
難
・
忌
避
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
、
当
時

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
感
情
が
端
的
に
現
わ
れ

て
い
る
の
が
、
ノ
ー
ド
ゥ
ン
『
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
対
話
』
第
一
節
、

「
フ
ァ
ー
マ
ー
」
の
一
連
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
一
六
世
紀
末
か
ら
一

七
世
紀
初
期
に
か
け
て
議
会
下
院
で
も
叫
ば
れ
、
聖
職
者
ロ
バ
ー

ト
・
ク
ロ
ウ
リ
ー
（
一
五
一
七
又
は
一
九
～
八
八
年
）
ら
一
部
識

者
に
見
ら
れ
た
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
批
難
の
論
点
に
つ
い
て
は
、

M
cRae, G

od Speed the Plough, pp. 169-171.

を
参
照
。

（
26
）
こ
の
箇
所
の
冒
頭
で
「
現
時
点
で
自
分
の
記
憶
す
る
限
り
に
お

い
て
」（p.  11

）
と
、
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
彼
の
も
っ
と
も
ア
ピ
ー
ル
し
た
か
っ
た
記
述
部
分
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
主
に
、Ibid., pp. 11-13. 

境
界
（
区
画
）（
の
設
定
）（butt and bound 

（p.  16

）, butt
ing, bounding 

（p.  13

）, butts and bounds 

（p.  15

））
と
い
っ

た
表
現
は
フ
ィ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
以
来
、
と
り
わ
け
サ
ヴ
ェ
イ

ヤ
ー
の
著
し
た
手
引
書
に
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
ク
レ
イ
は
指
摘

し
て
い
な
い
が
、
土
地
所
有
家
系
の
紋
章
を
付
し
た
、
装
飾
的
ス

タ
イ
ル
の
美
し
い
エ
ス
テ
イ
ト
地
形
図
は
、
当
該
所
有
者
や
フ
ァ

ミ
リ
の
願
望
を
満
た
し
、
そ
の
社
会
的
立
場
や
威
信
を
示
す
表
象

た
り
得
た
。

（
27
）Ibid., p. 53. 

ノ
ー
ド
ゥ
ン
に
よ
れ
ば
サ
ー
ヴ
ェ
イ
の
作
業
は
七

年
間
か
ら
一
〇
年
間
に
一
回
、
実
施
す
る
の
が
好
ま
し
い
と
さ
れ

た
（N

orden, T
he Surueyor［ʼ

］s D
ialogue, p.  31

）。
そ
う
な

る
と
、
測
地
の
行
な
わ
れ
な
い
期
間
に
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
を
雇
用
す

る
必
要
性
は
減
少
す
る
が
、
他
方
で
彼
ら
は
複
数
の
土
地
所
有
者

か
ら
同
時
に
あ
る
い
は
断
続
的
に
外
部
起
用
さ
れ
る
、
独
立
営
業

の
形
態
を
と
り
や
す
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

（
28
）
但
し
、
す
で
に
一
部
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
従
事
し
て
い
た
種
々

の
実
務
範
囲
に
照
ら
し
、
ま
た
例
え
ば
ほ
ぼ
同
時
代
の
前
出
エ
イ

ガ
ス
（
ア
ッ
ガ
ス
）
や
、
少
し
後
の
世
代
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ

バ
ン
（
一
六
二
六
～
一
七
一
六
年
）
ら
の
場
合
と
比
べ
、
ク
レ
イ

本
は
建
築
・
設
計
、（
図
面
化
を
含
む
）
法
人
所
有
区
域
な
い
し
市

街
地
関
連
の
業
務
と
い
っ
た
部
門
へ
の
言
及
を
欠
い
て
い
る
。
そ

れ
は
、
カ
ン
ト
リ
ー
・
エ
ス
テ
イ
ト
関
連
及
び
王
領
地
が
彼
自
身

の
主
た
る
業
域
で
、
他
の
部
門
の
経
験
が
比
較
的
乏
し
か
っ
た
た

め
か
も
し
れ
な
い
。A

gas, A
 Preparative..., pp. 11,  18; 

O
D

N
B, art., W

illiam
 Leybourn by S. Bendall.
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（
29
）
ヘ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
は
、
一
七
世
紀
半
ば
に
お
け
る
執
事
職

（stew
ard

）
を
、household stew

ard

（
①
家
令
）、stew

ard
ofcourts 

（
②
マ
ナ
ー
裁
判
所
執
事
）、estate stew

ard

（
③
エ

ス
テ
イ
ト
執
事
）、
の
三
つ
の
意
味
合
い
（
職
制
）
に
分
類
し
て
い

る
。
一
七
世
紀
前
期
に
、
ク
レ
イ
が
①
を
含
む
以
上
の
全
部
に
言

及
し
、
そ
の
職
務
分
掌
を
明
瞭
化
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ

う
。
彼
の
示
し
た
区
分
と
、
続
く
記
述
か
ら
、
①
が
請
負
職
の
な

か
で
領
主
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
付
き
の
（
主
と
し
て
）
支
出
・
経

費
担
当
に
属
し
、
②
③
は
エ
ス
テ
イ
ト
の
指
示
職
を
構
成
す
る
と

と
も
に
法
曹
関
係
者
に
よ
る
兼
職
の
可
能
性
を
伴
い
つ
つ
、
互
い

の
職
域
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。

D
. R. H

ainsw
orth, Stew

ards, Lords and People: T
he es-

tate stew
ard and his w

orld in later Stuart E
ngland 

（Cam
bridge U

. P., 1992

）, pp. 11-11.

（
31
）Clay, op .cit., pp. 4-6, 13-17, 35-38. 
以
上
の
論
旨
を
見
る

限
り
、
ク
レ
イ
の
分
類
に
よ
る
エ
ス
テ
イ
ト
執
事
職
に
は
、
註

（
29
）に
示
し
た
ヘ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
の
②
と
③
の
タ
イ
プ
が
混
在
し

て
い
る
が
、
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
②
、
つ

ま
りstew

ardofcourts

、
も
し
く
はcourt keeper

で
あ
ろ
う
。

ク
レ
イ
が
ソ
リ
シ
タ
ー
ほ
か
法
曹
関
係
者
に
よ
る
執
事
職
兼
務
の

可
能
性
を
容
認
し
て
い
る
の
は
、
権
利
許
可
状
（Licences

）
付

与
と
い
っ
た
類
の
業
域 

（p.  15

）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
と
し

て
こ
の
固
有
な
側
面
、
役
割
を
介
し
て
と
思
わ
れ
る
（
事
実
、
彼

と
ほ
ぼ
同
時
代
の
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ノ
ー
ド
ゥ
ン
は
マ

ナ
ー
裁
判
所
執
事
の
職
務
内
容
、
つ
ま
りcourtkeeping

に
関

し
『
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
対
話
』
で
紙
幅
を
一
節
、
大
幅
に
割
い
て

作
成
文
書
の
模
範
例
も
詳
し
く
掲
示
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

N
orden, T

he Surueyor［ʼ

］s D
ialogue, T

he third Booke, 
pp. 83-144.

）。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
エ

キ
ス
パ
ー
ト
を
自
負
す
る
ク
レ
イ
の
念
頭
に
は
既
存
専
門
職
で
あ

る
法
律
家
へ
払
う
相
応
の
敬
意
と
、
後
述
の
如
く
エ
ス
テ
イ
ト
執

事
一
般
の
能
力
に
抱
く
少
な
か
ら
ぬ
不
信
感
が
あ
っ
た
。
本
書
で

stew
ard

に
、
彼
独
自
の
表
現
で
あ
るlearned

「（
専
門
）
知
識

の
あ
る
」
と
い
う
形
容
を
付
け
て
い
る
の
は
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
付

き
家
令
と
の
区
別
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
か
よ
う
な
現
状
認
識
と

無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

（
31
）Clay, op. cit., pp. 17-19.

（
32
）Ibid., p. 53.

（
33
）Ibid., pp. 15-16, 18-19, 48.

（
34
）Ibid., pp. 19-21.

（
35
）Ibid., pp. 21-21.

（
36
）Ibid., p. 53.

（
37
）
近
代
以
降
に
至
る
も
専
門
職
能
化
の
進
行
が
遅
れ
、
曖
昧
な
業

務
形
態
が
続
く
執
事
の
職
域
に
、
こ
う
い
っ
た
法
律
関
係
者
と
競

合
し
つ
つ
、
次
第
に
ク
レ
イ
の
よ
う
な
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
が
参
入
し

て
く
る
。
一
世
紀
余
を
経
た
頃
、
同
業
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
レ

ン
ス
（
一
六
七
四
～
一
七
三
九
年
）
が
、
執
事
職
を
兼
ね
る
ア

ト
ー
ニ
ら
下
位
法
曹
職
の
不
適
格
、
無
能
を
激
し
く
糾
弾
す
る
に

至
る
。
ロ
レ
ン
ス
の
議
論
は
、
既
存
執
事
を
承
認
し
な
が
ら
も
彼

ら
一
般
の
実
態
に
鋭
い
批
判
や
憂
慮
を
書
き
込
ん
だ
ク
レ
イ
の
所

説
の
さ
ら
な
る
延
長
線
上
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
発
展
途
上
の

サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
職
域
へ
の
弁
明
的
論
調
が
失
せ
、
法
曹
職
へ
の
配



一
七
世
紀
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
と
専
門
職

）

七
七　
（
七
七

慮
は
微
塵
も
な
く
、
専
業
の
立
場
を
固
め
た
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
の
抱

く
エ
ス
テ
イ
ト
・
ビ
ジ
ネ
ス
へ
寄
せ
た
自
負
、
法
律
関
係
者
と
の

対
抗
意
識
が
顕
著
で
あ
る
。E. Laurence, T

he D
uty of a 

Stew
ard to his Lord

（London, 1727

）, pp. 7-8. 

ロ
レ
ン
ス
の

著
作
及
び
活
動
に
関
し
て
は
、
高
橋
裕
一
「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
レ

ン
ス
考
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
近
代
に
見
る
エ
ス
テ
イ
ト
・『
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
』
を
め
ぐ
る
動
向
の
一
側
面
―
」（『
西
洋
史
学
』

第
二
四
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
四
〇
～
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
38
）
こ
の
役
職
の
適
任
者
と
し
て
能
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
ま
ず
法

曹
従
事
者
の
下
で
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
養
成
訓
練
さ
れ

た
人
物
」、
あ
る
い
は
聖
俗
両
方
の
裁
判
所
実
務
に
豊
富
な
経
験
を

積
ん
だ
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
（Clay, op. 

cit., pp. 21-21.

）。
一
六
一
九
年
刊
行
の
初
版
か
ら
二
二
年
版

（
第
二
刷
）
ま
で
、
全
体
の
な
か
でprofession

と
い
う
用
語
が
使

わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
二
四
年
の
第
三
版

に
至
っ
て
初
め
て
、
ウ
ー
ス
タ
ー
伯
へ
の
献
辞
の
な
か
で
、「
私
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
［
と
し
て
］
の
業
務
遂
行
に
お
い
て
」
と
い

う
表
現
が
出
て
く
る
。
本
冊
子
も
版
を
重
ね
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ン
た
る
サ
ヴ
ェ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
著
者
の
自
負
が
見
て
と
れ
よ
う

（T
he third Edition... 

（1624

）, A
2. v. in T

he Epistle D
edi

catorie.

）。

（
39
）Clay, op. cit., pp. 6, 38-39. 

（
41
）
ク
レ
イ
の
想
定
し
た
編
制
で
は
、
会
計
監
査
職
（A

uditor

）
の

指
揮
下
に
あ
っ
て
会
計
取
扱
者
（A

ccom
ptants

）
が
相
互
に
機

能
す
る
。
マ
ナ
ー
の
「
指
示
職
」
も
総
合
的
に
後
者
の
役
割
を
委

ね
ら
れ
る
が
、「
請
負
職
」
の
出
納
係
や
恐
ら
く
ベ
イ
リ
フ
、
徴
収

係
た
ち
が
現
場
で
直
接
的
に
そ
う
し
た
職
能
を
果
た
す
。

（
41
）
以
上
、Ibid., pp. 39-41. 

会
計
職
の
駆
使
す
る
帳
簿
シ
ス
テ
ム

の
細
目
は
不
詳
だ
が
、
ク
レ
イ
の
時
代
は
恐
ら
く
、
現
金
収
支
の

双
方
を
各
々
記
入
す
る
だ
け
の
方
式
に
と
ど
ま
ろ
う
。
オ
ル
ド
ロ

イ
ド
ら
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ス
テ
イ
ト
業
務
を
見
る

と
一
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
は
複
式
簿
記
よ
り
む
し
ろ
、
単
純
な
両

面
記
載
方
式
が
通
常
的
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。J. R. Edw

ards 
and S. P. W

alker 

（eds.

）, T
he R

outledge Com
panion to 

A
ccounting H

istory 

（A
bingdon and N

ew
 Y

ork, 2119

）, 
Ch. 5, Bookkeeping 

（by D
. O

ldroyd and A
. D

obie

）, pp. 
118-119.

（
42
）Clay, op. cit., pp. 41-42.

（
43
）Ibid., pp. 43-44.

（
44
）Ibid., pp. 51-51.

（
45
）Ibid., pp. 52-54.

（
46
）Ibid., pp. 53-54.

（
47
）Ibid., pp. 52-54,56.

（
48
）Ibid., p. 57.

（
49
）
森
林
や
沼
沢
地
、
荒
蕪
地
な
ど
耕
作
地
以
外
の
土
地
活
用
が
急

速
に
進
む
な
か
で
、
王
領
地
経
営
の
模
範
的
実
例
に
民
間
地
主
が

影
響
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
た
。M

cRae, G
od Speed the 

Plough, p. 158. 

但
し
ベ
ン
ド
ー
ル
に
従
え
ば
、
土
地
の
営
利
的

経
営
と
い
う
方
向
性
の
点
で
王
領
地
が
先
進
的
な
民
間
地
主
の
諸

策
に
優
っ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
王
領
地
に
適
用
さ
れ
た
業
務

の
一
部
に
は
先
進
性
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
地
形
測
量
図
な
ど
を

活
用
し
た
エ
ス
テ
イ
ト
管
理
の
新
技
術
も
王
領
地
の
多
く
の
構
造
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的
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

Bendall, D
ictionary of Land Surveyors ... vol. 1, Intro

duction, p. 33.
（
51
）
前
出
の
ノ
ー
ド
ゥ
ン
も
エ
イ
ガ
ス
（
ア
ッ
ガ
ス
）
も
有
力
廷
臣

ら
と
の
繋
が
り
を
介
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
王
領
地
業
務
（
ノ
ー

ド
ゥ
ン
の
場
合
は
コ
ン
ウ
ォ
ー
ル
公
領
も
併
せ
）
に
か
か
わ
っ
て

い
た
事
実
が
あ
る
。O

D
N

B., art., John N
orden, by F. 

K
itchen; F. K

itchen, ʻJohn N
orden 

（c. 1547-1625

）, estate 
surveyor, topographer, county m

apm
aker and devotional 

w
riterʼ, Im

ago M
undi, vol. 49, 1997, pp. 51-58.; W

. H
. 

O
verall （ed.

）, Civitas Londinum
 – R

alph A
gas –

（London, 
1874

）, pp. 6-7.

（
51
）
隠
匿
（
地
）
権
益
を
め
ぐ
る
懸
念
は
、
同
時
代
の
例
え
ば
エ
イ

ガ
ス
（
ア
ッ
ガ
ス
）
の
冊
子
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。A

gas, A
 

Preparative..., pp. 15-16. 

隠
匿
問
題
に
つ
い
て
は
、M

cRae, 
G

od Speed the Plough, pp. 172-179.; H
. H

. Lockw
ood, 

ʻT
hose Greedy H

unters after Concealed Landsʼ, in K
. 

N
eale 

（ed.

）, A
n E

ssex T
ribute 

（London, 1987
）, pp. 153-

165.; G. A
. Sullivan, Jn., T

he D
ram

a of Landscape: Land 
Property, and Social relations on E

arly M
odern Stage 

（Stanford U
. P., 1998

）, pp. 65-71.

そ
の
他
で
議
論
さ
れ
て
い

る
。サ

ー
ス
ク
の
所
論
に
従
え
ば
、concealm

ents

やencroach
m

ents

は
恐
ら
く
、
元
来
王
領
地
の
抱
え
る
問
題
の
表
現
で
あ
っ

た
。 J. T

hirsk, ʻT
he Crow

n as projector on its ow
n es

tates, from
 Elizabeth I to Charles Iʼ, in R. W

. H
oyle （ed.

）, 

T
he E

states of the E
nglish Crow

n 1558-1640 

（Cam


bridge U
. P., 1992

）, pp. 297-317. 

ク
レ
イ
の
著
作
に
は
直
接
見

当
た
ら
な
い
が
、
一
七
世
紀
に
一
般
化
し
て
い
たproject

と
い

う
用
語
に
つ
い
て
は
、 J. T

hirsk, E
conom

ic Policy and Proj-
ects: T

he D
evelopm

ent of a Consum
er Society in E

arly 
M

odern E
ngland 

（O
xford, 1978

）, pp. 1-23

：
ジ
ョ
オ
ン
・

サ
ー
ス
ク
著
、
三
好
洋
子
訳
『
消
費
社
会
の
誕
生
―
近
世
イ
ギ
リ

ス
の
新
企
業
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
三
～
三
三

ペ
ー
ジ
、
な
ど
参
照
。

（
52
）Lockw

ood, ʻT
hose Greedy H

unters after Concealed 
Landsʼ, p. 155.

（
53
）Clay, op. cit., pp. 25-28

（
54
）Ibid., pp. 1-2.

（
55
）J. H

abakkuk, ʻT
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冒
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収
支
感
覚
の
高
ま
り
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
例
え
ばprofit and 

pleasure

な
る
表
現
が
一
六
世
紀
頃
の
農
事
手
引
書
で
個
別
経
営

の
一
つ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
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